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Press Release

報道関係者 各位

事務処理誤り等（平成２４年１２月分）について

平成24年12月分の事務処理誤り等の件数及び個別の事案等について、別添

のとおりお知らせいたします。

なお、日本年金機構においては、引き続き事務処理誤り等の再発防止に努めて

まいります。

平成２５年２月８日

（照会先）

品質管理部長 竹村 英機

（電話直通 ０３－６８９２－０７５２）

経営企画部広報室

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０）
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別添

事務処理誤り等（平成２４年１２月分）について

Ⅰ 概 要

日本年金機構（本部及び年金事務所等）における公的年金業務の事務処理誤り及び業

務上発生した事件・事故（社会保険庁時代のものを含む。以下「事務処理誤り等」とい

う。）について、１２月に、本部担当部署及び年金事務所等の事務処理誤り等の詳細な

報告が完了したもの及びシステム事故等の詳細な報告が完了したものを取りまとめたも

の。

・これらの事務処理誤り等については、被保険者等の関係者から公表を控えるよう強く要請されない

限り、原則として、その事案の概要等を公表します。今回取りまとめた239件のうち、公表可能な176

件について、その概要を日本年金機構ＨＰに掲載しています。

Ⅱ 状 況

以下の分析については、システム事故等を除く事務処理誤り等の２３９件を対象とし

ています。

１ 事務処理誤り等区分別件数

（１）受付時の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4件 （1.7%）

〔郵送や窓口で受領した書類の担当部署への回付漏れ等、受付時の誤り〕

（２）確認・決定誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125件 （52.2%）

〔届書内容の確認誤り、金融機関等のコード記入誤り等、事実関係の誤認や法令の適用誤り〕

（３）未処理・処理遅延・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26件 （10.9%）

〔審査決定すべき届書の未処理、社会保険オンラインシステムへの入力漏れ、日本年金機構本部

への進達漏れ、関係部署からの返戻書類の未処理等〕

（４）入力誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15件 (6.3%）

〔数字や氏名等の入力誤り、一部項目の入れ違え等、入力時の誤り〕

（５）通知書等の作成誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10件 （4.2%）

〔様式誤り、記載事項誤り等、出力・作成時等の誤り〕

（６）誤送付・誤送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10件 （4.2%）

〔別の送付先への書類混入等の誤送付、誤送信、誤交付等、配付時の誤り〕

（７）説明誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12件 （5.0%）

〔窓口、電話等での制度説明誤り、申請書等の指示誤り等、相談時の誤り〕

（８）受理後の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3件 （1.3%）

〔受理した申請書、添付書類の紛失等〕

（９）記録訂正誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0件 （0.0%）

〔別人の記録を訂正、別人の記録を統合〕

（10）事故等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34件 （14.2%）

〔身分証明書等の紛失、不適正な事務処理等、お客様への不審電話等、通常の業務処理の流れの

中での誤りには該当しないもの〕

合計 239件（100.0%）
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２ 制度等別件数

（１）厚生年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30件 （12.5%）

（２）厚生年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11件 (4.6%）

（３）国民年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22件 （9.2%）

（４）国民年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37件 (15.5%）

（５）年金給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109件 （45.6%）

（６）船員保険関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0件 （0.0%）

（７）その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30件 （12.6%）

合計 239件（100.0%）

３ 制度等別･事務処理誤り等区分別内訳

表１ 制度等別・事務処理誤り等区分別内訳一覧表
受付時

の書類

管理誤

り

確認・

決定誤

り

未処理・

処理遅

延

入力誤

り

通知書

等の作

成誤り

誤送付・

誤送信

説明誤

り

受理後

の書類

管理誤

り

記録訂

正誤り
事故等 計

厚生年金

適用関係

1 10 7 6 0 5 0 1 0 0 30

(1) (2) (1) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (5)

厚生年金

徴収関係

0 7 0 1 1 2 0 0 0 0 11

(0) (3) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (5)

国民年金

適用関係

1 14 1 3 0 1 2 0 0 0 22

(0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (0) (0) (0) (2)

国民年金

徴収関係

0 13 6 2 6 2 3 2 0 3 37

(0) (1) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (2)

年金給付

関係

2 81 12 3 3 0 7 0 0 1 109

(2) (21) (2) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (26)

船員保険

関係

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

その他
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (23)

計
4 125 26 15 10 10 12 3 0 34 239

(3) (27) (3) (1) (1) (3) (2) (0) (0) (23) (63)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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４ 事務処理誤り等の原因

（１）原因別件数

① 確認不足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160件 （66.9%）

〔窓口装置操作の際にキータッチ等を誤ったもの・入力を漏らしていたもの、通知書等の封入

封緘時における内容物や宛先の確認を漏らしていたもの等〕

② 適用・認識誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39件 （16.3%）

〔法令や通知等に係る解釈を誤っていたもの、理解が不足していたもの等〕

③ 届書等の放置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4件 (1.7%）

〔本来行うべき処理を多忙や失念により適切な時期までに処理を行わなかったもの〕

④ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36件 （15.1%）

〔不正行為、不適正な事務処理、事故等〕

合計 239件（100.0%）

（２）原因別･事務処理誤り等区分別内訳

表 ２ 原因別・事務処理誤り等区分別内訳一覧表

受付時
の書類
管理誤り

確認・
決定誤り

未処理・
処理遅
延

入力誤り
通知書
等の作
成誤り

誤送付・
誤送信 説明誤り

受理後
の書類
管理誤り

記録訂
正誤り 事故等 計

確認不足
3 97 14 14 10 10 8 3 0 1 160

(3) (21) (2) (0) (1) (3) (1) (0) (0) (0) (31)

適用・認識誤り
0 27 6 1 0 0 4 0 0 1 39

(0) (6) (0) (1) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (8)

届書等の放置
1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

その他
0 1 3 0 0 0 0 0 0 32 36

(0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (24)

計
4 125 26 15 10 10 12 3 0 34 239

(3) (27) (3) (1) (1) (3) (2) (0) (0) (23) (63)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（３）原因別･制度等別内訳

表 ３ 原因別・制度等別内訳一覧表

厚生年金
適用関係

厚生年金
徴収関係

国民年金
適用関係

国民年金
徴収関係

年金給付
関係

船員保険
関係 その他 計

確認不足
25 7 16 26 86 0 0 160

(4) (3) (1) (2) (21) (0) (0) (31)

適用・認識誤り
2 4 4 9 20 0 0 39

(0) (2) (1) (0) (5) (0) (0) (8)

届書等の放置
2 0 2 0 0 0 0 4

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

その他
1 0 0 2 3 0 30 36

(1) (0) (0) (0) (0) (0) (23) (24)

計
30 11 22 37 109 0 30 239

(5) (5) (2) (2) (26) (0) (23) (63)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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５ 事務処理誤り等による影響

（１）事務処理誤り等による影響額別内訳

表 ４ 事務処理誤り等による影響額別一覧表

影響額
厚生年金

適用関係

厚生年金

徴収関係

国民年金

適用関係

国民年金

徴収関係

年金給付

関係

船員保険

関係
その他 計

影響額なし
20 3 12 30 24 0 30 119

(3) (1) (2) (2) (7) (0) (23) (38)

１万円未満
0 4 0 3 2 0 0 9

(0) (1) (0) (0) (1) (0) (0) (2)

１万円以上

５万円未満

1 1 3 1 8 0 0 14

(0) (1) (0) (0) (2) (0) (0) (3)

５万円以上

１０万円未満

2 0 1 0 8 0 0 11

(1) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (3)

１０万円以上

５０万円未満

4 2 3 3 20 0 0 32

(0) (1) (0) (0) (7) (0) (0) (8)

５０万円以上

１００万円未満

1 1 1 0 15 0 0 18

(0) (1) (0) (0) (4) (0) (0) (5)

１００万円以上

５００万円未満

2 0 2 0 28 0 0 32

(1) (0) (0) (0) (2) (0) (0) (3)

５００万円以上
0 0 0 0 4 0 0 4

(0) (0) (0) (0) (1) (0) (0) (1)

計
30 11 22 37 109 0 30 239

(5) (5) (2) (2) (26) (0) (23) (63)

（注１）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（注２）影響額の区分は、事務処理誤り等によって年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響の

あった額を表示した。

（注３）影響額の区分欄の「影響額なし」とは、①誤送付などで年金や健康保険等の給付額、保険料徴

収額等に影響のないもの、②賞与支払届の金額を誤って入力したが、保険料納付までに保険料納

付額を訂正できたものなどで年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響のないものをいう。

また、影響額の未確定のものも「影響額なし」とする。
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（２）事務処理誤り等による事象別内訳

表 ５ 事務処理誤り等による事象別一覧表

事 象 件 数 総額（円） 平均金額（円）

過払い（年金等の額を多く払いすぎた件） 23 22,935,063 997,176

未払い（年金等の額を少なく支払った件） 57 76,005,652 1,333,432

過徴収（保険料金額を多く徴収した件） 17 3,271,145 192,420

未徴収（保険料金額を少なく徴収した件） 11 810,785 73,707

誤還付（保険料金額を誤ってお返しした件） 1 148,800 148,800

その他 11 16,699,509 1,518,137

計 120 119,870,954 998,924

（注１）「表５事務処理誤り等による事象別一覧表」は、「表４事務処理誤り等による影響額別一覧表」

の「影響額なし」以外の内訳を表示した。

（注２）「総額（円）」は、事務処理誤り等によって年金や保険料徴収額等に影響のあった額の合計金

額を表示した。

（注３）「その他」の内訳は以下のとおりである。

未払いと未徴収がある件 1件 902,018円

未払いと過徴収がある件 1件 1,057,744円

過払いと過徴収がある件 2件 1,152,372円

過徴収と未徴収がある件 2件 1,446,663円

過払いと未払いと過徴収がある件 1件 4,099,178円

過払いと未払いがある件 4件 8,041,534円

６ 事務処理誤り等の判明契機

（１）日本年金機構内部で判明・・・・・・・・・・・・・・・ 119件 （49.7%）

（２）日本年金機構外部からの通報等により判明・・・・・・・ 90件 (37.7%）

（３）その他（事件・事故等）・・・・・・・・・・・・・・・ 30件 （12.6%）

合計 239件（100.0%）

Ⅲ システム誤りに伴う事故等

・該当する事故等はありませんでした。



（注）各事項について、１.受付時の書類管理誤り、２.確認・決定誤り、３.未処理・処理遅延、４.入力誤り、５.通知書等の作成誤り、６.誤送付・誤送信、７.説明誤り、８.受理後の書類管理誤り、９.記録訂正誤り、１０.事故等の順に編綴

○日本年金機構の平成24年12月分の事務処理誤り等一覧（1～45ページ）

１．厚生年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１Ｐ 整理番号 １～２５

２．厚生年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・８Ｐ 整理番号 ２６～３１

３．国民年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１０Ｐ 整理番号 ３２～５１

４．国民年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１５Ｐ 整理番号 ５２～８６

５．年金給付関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４Ｐ 整理番号 ８７～１６９

６．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５Ｐ 整理番号 １７０～１７６



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

1

算定基礎
届に係る
標準報酬
月額の決
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

兵庫
事務

センター
2011年
7月19日

2011年
11月7日

○年金事務所より、社会保険労務士か
ら事業所の保険料が誤っているとのお
問合せがあったとの連絡があり、確認し
たところ、算定基礎届に係る標準報酬
月額の決定誤りが判明しました。

○４月、５月及び６月の３ヵ月の支払基
礎日数が１７日未満であったため従前
の標準報酬月額である５９万円で保険
者算定すべきところ、担当者が保険者
算定の表示を漏らし誤って届書に記載
された１７日未満の月の平均額である１
７万円で標準報酬月額を決定し業者に
委託したものです。

1事業
所1名

未徴
収

109,460

○厚生年金適用グループ長が事業
所にお詫びの上説明し、保険料につ
いて、次回納付時に請求することで
了承を得ました。
○担当者が訂正処理を行い決定通
知書を事業所に交付しました。

○厚生年金適用グループにおいて、
算定基礎届の際に保険者算定する
場合は、その旨を届書に表示するこ
とを徹底するよう周知しました。

外
部

2

７０歳以上
被用者算
定基礎届
の処理漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 文京
2011年
7月11日

2011年
11月25日

○担当者が事務センターより返戻され
た７０歳以上被用者算定基礎届の処理
状況を確認したところ、７０歳以上被用
者算定基礎届の処理漏れが判明しまし
た。

○事務センターから届書が返戻されて
いたのにもかかわらず、その確認及び
処理を行わず、担当者が保留のままに
していたものです。
○審査時における届書の記載内容の
確認不足及び事務センターから返戻さ
れた届書の進捗管理が不十分であった
ことによります。

1事業
所1名

― 0

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○担当者が処理を行い、７０歳以上
被用者標準報酬月額相当額改定及
び標準賞与額相当額のお知らせを
事業所あてに送付しました。

○厚生年金適用調査課において、審
査時の確認及び保留書類をチェック
することを徹底するよう周知しまし
た。

内
部

3

新規適用
届入力時
における事
業所整理
記号の払
出し誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

長野 岡谷
2011年

11月30日
2011年
12月8日

○他課より、新規適用となった事業所
の口座振替納付申出書の事業所整理
記号が誤っているとの連絡があり、確
認したところ、新規適用届入力時におけ
る事業所整理記号の払出し誤りが判明
しました。

○A市に所在する事業所から新規適用
届が提出され、担当者が事業所整理記
号を払出しする際に、誤ってB市の事業
所整理記号を記載し払出したもので
す。
○決裁においても、誤りを発見できな
かったことによります。

1事業
所1名

― 0

○担当者が社会保険労務士にお詫
びの上説明し、了承を得ました。誤っ
て交付した決定通知書及び健康保
険被保険者証を返還していただきま
した。事業所に対する説明は社会保
険労務士より行うとのお申出があり、
お願いしました。
○担当者が訂正処理を行い、全国
健康保険協会から健康保険被保険
者証が送付されたことを確認しまし
た。

○厚生年金適用調査課において、事
業所整理記号と事業所所在地の確
認を徹底するよう周知しました。

内
部

4

新規適用
届に係る
事業所整
理記号の
払出し誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

香川 高松西
2012年
2月3日

2012年
2月9日

○事務センターより、処理済の新規適
用届の写しが回送され、確認したとこ
ろ、事業所整理記号の払出し誤りが判
明しました。

○事務センターから事業所整理記号払
出依頼・回答票により、事業所整理記
号の払出依頼があった際に、本来であ
れば、A郡の適用事業所名簿により事
業所整理記号を払出しすべきところ、
誤ってB市の適用事業所名簿にて事業
所整理記号を払出し、回答したもので
す。
○担当者の確認不足及びダブルチェッ
クを行っていなかったことによります。

1事業
所14
名

― 0

○厚生年金適用調査課長が事業所
にお詫びの上説明し、健康保険被保
険者証と決定通知書等を差替させて
いただくことで、了承を得ました。
○担当者が訂正処理を行い、訂正
後の健康保険被保険者証と決定通
知書等を交付し、誤って送付した健
康保険被保険者証等を回収しまし
た。

○厚生年金適用調査課において、新
規適用事業所に事業所整理記号を
払出す際には、適用事業所名簿と届
書のダブルチェックを行うことを徹底
するよう周知しました。

内
部

1



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

5

新規適用
届及び資
格取得届
の受理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 越谷
2011年
11月2日

2012年
3月23日

○平成２３年１１月に新規適用となった
事業所の総合調査時に、調査対象事業
所が重複して適用されていたため、確
認したところ、新規適用届及び資格取
得届の受理誤りが判明しました。

○国民健康保険組合に加入している事
業所から健康保険と厚生年金の資格取
得手続きについて担当者が相談を受け
た際、本来、資格取得届のみ受理する
ところ新規適用事業所の加入手続きと
誤認し新規適用届と資格取得届を受理
し処理したものです。
○届書受理後に事業所整理記号を払
出す際の確認においても誤りに気付き
ませんでした。

1事業
所1名

その他 187,140

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、誤った新規適用届を取り消し、
納付された保険料については還付
し、再度資格取得届を提出していた
だき改めて保険料を納付していただ
くことで、了承を得ました。
○誤った新規適用届を取消し、還付
請求書を送付しました。再提出され
た資格取得届の処理を行い納入告
知書を事業所あてに送付しました。
○還付請求書を受理し処理を行いま
した。また、保険料の納付を確認しま
した。

○厚生年金適用調査課において、新
規適用の相談を受けた際の注意事
項及び新規適用届受付時の確認を
徹底するよう周知しました。

内
部

6

資格取得
時標準報
酬月額訂
正届の処
理誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

滋賀
事務

センター
2012年
2月15日

2012年
4月18日

○事業所より提出された月額変更届の
従前の標準報酬月額と賃金台帳の金
額が不一致であったため、担当者が資
格取得時標準報酬月額訂正届を確認
したところ、資格取得時標準報酬月額
訂正届の処理誤りが判明しました。

○担当者が資格取得時報酬訂正届の
標準報酬月額を決定する際、記載され
た報酬月額を誤った等級の標準報酬月
額で決定し委託業者に依頼したもので
す。
○担当者の標準報酬月額決定時の確
認が不十分であったことによります。

1事業
所1名

過徴
収

13,215

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、過徴収した保険料について
は、次回納付時に調整することで了
承を得ました。
○担当者が訂正処理を行いました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、資格取得時報酬月額訂正処
理の際、標準報酬月額のダブル
チェックを行うことを徹底するよう周
知しました。

内
部

7

資格取得
届処理時
における事
業所整理
記号の処
理誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

徳島 徳島北
2012年
5月1日

2012年
5月11日

○Ａ事業所より、当社の従業員でない
者の健康保険被保険者証が届いてい
るとのお問合せがあり、確認したとこ
ろ、資格取得届処理時における事業所
整理記号の処理誤りが判明しました。

○Ｂ事業所から届出された資格取得届
を窓口で受付した際、事業所整理記号
と事業所番号が空欄となっていたため、
担当者が窓口装置により事業所記号を
検索した際に、誤ってＡ事業所の事業
所整理記号と事業所番号を記載し処理
したことによります。
○担当者の確認が不十分であったこと
によるものです。

2事業
所1名

― 0

○厚生年金適用調査課長がＡ事業
所にお詫びの上説明し、了承を得ま
した。誤って送付した決定通知書及
び健康保険被保険者証を回収しまし
た。
○厚生年金適用調査課長がＢ事業
所にお詫びの上説明し、了承を得ま
した。
○担当者が訂正処理を行い、決定
通知書をＢ事業所あてに送付し、全
国健康保険協会から健康保険被保
険者証が送付されたことを確認しま
した。

○厚生年金適用調査課において、事
業所整理記号が未記入の場合は、
事業主様への確認並びに窓口装置
の確認を徹底するよう周知しました。

外
部

8

資格取得
届の処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

福井 福井
2012年
4月9日

2012年
5月24日

○事業所より、保険料額が合わないと
のお問合せがあり、確認したところ、資
格取得届の処理誤りが判明しました。

○事業所から共済組合員であった方が
厚生年金に加入する場合の資格取得
届についてお問合せがあった際、担当
者が資格取得届の取得区分の記載を
誤って説明し届書を受理し処理したもの
です。
○担当者の認識誤り及び決裁において
も誤りに気付かなかったことによりま
す。

1事業
所1名

― 0

○担当者が事業所にお詫びの上、
健康保険被保険者証の番号が変更
になること及び正しい納入告知書を
送付することで、了承を得ました。
誤って交付した決定通知書及び健康
保険被保険者証を回収しました。
○担当者が訂正処理を行い、決定
通知書及び納入告知書を送付しまし
た。全国健康保険協会から健康保険
被保険者証が送付されたことを確認
しました。

○厚生年金適用調査課において、資
格取得届を受理した際は、資格取得
区分の確認についても徹底するよう
周知しました。

外
部

2



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

9

資格喪失
届の処理
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 練馬
2012年
1月12日

2012年
2月20日

○事業所より、資格喪失届の処理がさ
れていないようなので確認してほしいと
のお問合せがあり、確認したところ、資
格喪失届の処理漏れが判明しました。

○社会保険労務士より資格喪失届と住
所変更届が郵送され適用関係届進行
管理票を作成しました。担当者が事務
センターに回付する際、住所変更届の
みを回付してしまい、資格喪失届につ
いては適用関係届進行管理票とともに
未処理のまま保管したものです。
○担当者が事務センターに書類を回付
する際の届書と進行管理票との件数確
認が不十分であったことによります。

1事業
所2名

過徴
収

160,458

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、過徴収となった保険料につい
ては、次回納付時に調整すること及
び説明文書を事業所に送付すること
で了承を得ました。また、確認通知
書は社会保険労務士あてに送付し
てもらいたいとの依頼がありました。
○担当者が社会保険労務士にお詫
びの上説明し、了承を得ました。
○処理を行い、説明文書を事業所あ
てに送付し、確認通知書を社会保険
労務士あてに送付しました。

○厚生年金適用調査課において、事
務センターに届書を回付する際は、
届書の件数と適用関係届進行管理
票の記載件数の確認を複数名で行
うことを徹底するよう周知しました。

外
部

10

高齢任意
加入被保
険者の資
格喪失処
理漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

神奈川 川崎
2012年
1月上旬

2012年
2月23日

○他年金事務所より、高齢任意加入被
保険者の資格喪失処理について照会
があり、確認したところ、高齢任意加入
被保険者の資格喪失処理漏れが判明
しました。

○お客様は、平成２４年１月に期間満
了になるため、本来ならば１月上旬に
資格喪失処理を行い決定通知書を送
付すべきところ、担当者が処理を失念し
平成２４年２月に処理を行ったことによ
り、誤った金額の厚生年金保険料納入
告知書を送付したものです。

1事業
所1名

― 0

○厚生年金適用調査課長が事業所
にお詫びの上説明し、納入告知書を
差替させていただくことで了承を得ま
した。
○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○担当者が訂正処理を行い、正しい
金額の納入告知書を送付し、誤った
金額の納入告知書を回収しました。

○厚生年金適用調査課において、毎
月初日に、高齢任意加入被保険者
の期間満了を確認することを徹底す
るよう周知しました。

内
部

11

保険料口
座振替納
付申出書
の入力漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪 吹田
2011年

12月20日
2012年
2月28日

○事業所より、口座振替の開始時期に
ついてのお問合わせがあり、確認したと
ころ、保険料口座振替納付申出書の入
力漏れが判明しました。

○新規適用届に係る処理を行った際、
保険料口座振替納付申出書を厚生年
金徴収課に回付するべきところ、届書に
綴り回付していなかったものです。
○届書を処理した際の確認及び書類の
管理が不十分であったことによります。 1事業

所
― 0

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、早急に処理を行うことで了承を
得ました。
○担当者が入力処理を行いました。
○また、発生した保険料については
送付済の納付書で納付されているこ
とを確認しました。

○厚生年金適用調査課において、今
回の事象を職員に説明し、届書を処
理後に添付書類等の再確認を行うこ
ととしました。

外
部

12

厚生年金
資格取得
の処理漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

新潟
事務

センター
2012年
2月3日

2012年
5月1日

○年金事務所より、厚生年金基金に加
入している方が厚生年金に加入してい
ないことについて厚生年金基金からお
問合せがあったとの連絡があり、確認し
たところ、７０歳前に障害認定を受け、
後期高齢者医療該当による資格喪失
届の処理時における厚生年金資格取
得の処理漏れが判明しました。

○お客様が７０歳前に障害認定による
後期高齢者医療に該当したため、本
来、健康保険の資格喪失処理を行い、
再度厚生年金の資格取得処理を行うべ
きところ、担当者の認識不足により処理
を漏らしていたことによります。
○また、処理後の決裁においても、誤り
を発見できなかったものです。

1事業
所1名

未徴
収

70,554

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、保険料については、次回納付
時に請求することで了承を得ました。
○担当者が取得処理を行いました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、７０歳前に障害認定による後
期高齢者医療に該当した場合の処
理方法を説明し、注意喚起を行いま
した。

外
部

3



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

13

賞与支払
届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

埼玉 熊谷
2005年
1月4日

2011年
8月24日

○事務センターより、お客様の賞与記
録について照会があり、確認したとこ
ろ、賞与支払届の入力漏れが判明しま
した。

○事業所よりＦＤによる賞与支払届が
提出されましたが、年金裁定中のため
入力できずエラーリストが出力されたと
ころ、担当者が年金裁定後に再入力を
行うことを失念したものです。
○担当者及び決裁における確認が不
十分であったことによります。

1事業
所3名

その他 902,018

〇担当者が事業所及び年金受給者
である３名のお客様にお詫びの上説
明し、保険料については、時効により
徴収できないこと及び年金給付には
反映することを説明し、了承を得まし
た。
○担当者が賞与支払届の入力処理
を行いました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書を機構本部に進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、支払時期が
確定したことを確認しました。

○厚生年金適用調査課においてＦＤ
を一括入力しエラーになった場合
は、担当者及び決裁者が情報を共
有し、処理経過を明らかにするととも
に、事業所への通知書とＦＤの内容
一覧との確認を複数名で行うことを
徹底するよう周知しました。

内
部

14

育児休業
等取得者
終了届等
の処理漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

千葉
事務

センター

2010年
11月10日

～
2011年
8月17日

2012年
2月6日

○担当者が処理不要として保管してい
た書類の箱を確認したところ、育児休業
等取得者終了届の処理漏れが判明し
ました。
○また、７０歳以上被用者算定基礎届
及び月額変更届の未処理が判明しまし
た。

○担当者が育児休業等取得者終了届
の審査の際、育児休業開始月の同月
内に終了の申出があったため、登録済
みの育児休業届を取消すべきものを処
理不要としました。また、育児休業終了
届が育児休業終了日前に提出されたた
め返戻すべきものをそのまま保管して
いたものです。
○７０歳以上被用者該当届及び前年度
以前の７０歳以上被用者算定基礎届が
提出されていない方から７０歳以上被
用者算定基礎届が提出されたため、届
を返戻すべきところ担当者が確認せず
に処理不要として保管していたもので
す。
○担当者が月額変更届の審査の際に
記載内容に疑義があったため事業所に
確認すべきものを処理を保留にしたま
ま失念していたものです。
○担当者の確認不足及び書類の管理
が不十分であったことによります。

7事業
所7名

その他 1,259,523

○担当者が２事業所にお詫びの上
説明し、育児休業等取得者終了届
が未処理であったことにより未徴収
となった保険料については、次回納
付時に請求することで、了承を得まし
た。
○担当者が４事業所にお詫びの上、
標準報酬に変動が無かったため年
金額に影響が無いことを説明し、了
承を得ました。
○担当者が１事業所にお詫びの上
説明し、過徴収した保険料について
は、次回納付時に調整することで了
承を得ました。
○訂正等の処理を行い、確認通知
書等を事業所あてに送付しました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、当日中に処理を行うことができ
ない届書については、グループ内共
通の保管場所で保管しグループ長
が確認を行うこととしました。

内
部

15

賞与支払
届に係る
標準賞与
額の入力
誤りについ
て

入
力
誤
り

広島 広島南
2006年
12月

2011年
12月5日

○他年金事務所より、お客様から標準
賞与額が誤っているとの理由で年金記
録確認申立書が提出されたことについ
て連絡があり、確認したところ、賞与支
払届に係る標準賞与額の入力誤りが判
明しました。

○担当者が事業所から提出された賞与
支払届の標準賞与額を決定する際に、
標準賞与額の桁を誤って入力したもの
です。
○担当者及び決裁における確認が不
十分であったことによります。

1事業
所1名

未徴
収

195,712

○厚生年金適用調査課長がお客様
にお詫びの上、保険料については、
時効により徴収できないこと及び年
金給付には反映することを説明し、
了承を得ました。
○標準賞与額の訂正入力を行いま
した。
○お客様より年金記録確認申立取
下書が提出されましたので、申立て
をされた年金事務所に回付しまし
た。

○厚生年金適用調査課において、審
査の際には届書に記載されている内
容の確認を徹底するよう職員に周知
しました。

外
部

4



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

16

資格喪失
届に係る
資格喪失
年月日の
入力誤りに
ついて

入
力
誤
り

大阪 平野
2011年

12月28日
2012年
1月19日

○お客様より、全国健康保険協会に健
康保険任意継続被保険者資格取得申
出書を提出したところ提出期限を経過し
ているとの理由で申出書が返戻された
ことについてのお問合せがあり、確認し
たところ、資格喪失届に係る資格喪失
年月日の入力誤りが判明しました。

○事業所から提出された資格喪失届の
資格喪失年月日は１２月２５日で届出さ
れていましたが、担当者が誤って１２月
１５日で入力したことにより、申出書の
提出期限内に申出がされなかったとし
て申出書が返戻されたものです。
○担当者の入力時及び入力後のチェッ
ク、また、決裁時の確認が不十分であっ
たことによるものです。

1事業
所1名

― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、速やかに訂正処理することで、
了承を得ました。
○担当者が訂正処理を行い、全国
健康保険協会に任意継続資格取得
処理を依頼しました。
○全国健康保険協会で任意継続資
格取得処理が完了したことを確認し
ました。

○厚生年金適用調査課において、事
務所で入力を行う際には入力時及び
入力後のダブルチェックを徹底する
よう周知しました。

外
部

17

新規適用
届入力時
における事
業所名称
の入力誤
りについて 入

力
誤
り

栃木 今市
1989年
4月

2011年
12月7日

○担当者が事業所名称を確認したとこ
ろ、新規適用届入力時における事業所
名称の入力誤りが判明しました。

○新規適用届を入力する際に、担当者
が事業所名称の漢字の一部を誤って入
力したものです。
○入力後の確認が不十分であったこと
によります。

1事業
所2名

― 0

○厚生年金適用徴収課長が事業所
にお詫びの上、健康保険被保険者
証が変更になることを説明し、了承
を得ました。誤って交付した健康保
険被保険者証を回収しました。
○担当者が訂正処理を行い、全国
健康保険協会から健康保険被保険
者証が送付されたことを確認しまし
た。

○厚生年金適用徴収課において、新
規適用届入力後のチェックを複数名
で行うことを徹底するよう周知しまし
た。

内
部

18

資格喪失
届に係る
資格喪失
年月日の
入力誤りに
ついて

入
力
誤
り

埼玉
事務

センター
2011年

10月17日
2012年
2月3日

○年金事務所より、事業所から還付請
求書についてのお問合せがあったとの
連絡があり、確認したところ、資格喪失
届に係る資格喪失年月日の入力誤りが
判明しました。

○事業所から提出された資格喪失届の
資格喪失年月日を入力する際に、担当
者が誤って直前に入力した別人の資格
喪失年月日で入力したことにより誤った
還付請求額による還付請求書を送付し
たものです。
○入力後のチェック及び決裁において
も誤りを発見できなかったことによりま
す。

1事業
所1名

― 0

○担当者が事業所にお詫びの上、
正しい還付請求書を送付すること
で、了承を得ました。
○担当者が訂正処理を行い、更正
決定した還付請求書を事業所あてに
送付しました。
○還付請求書が提出されましたので
お詫びの文書を送付したところ、事
業所の事業主様より了承したとのご
連絡がありました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、入力後のダブルチェックを徹底
するよう周知しました。

外
部

19

新規適用
届入力時
の事業主
氏名及び
事業主代
理人氏名
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

群馬 高崎
2008年
12月3日

2012年
2月13日

○事業主が亡くなられたため事業所の
担当者様が来所され、担当者が窓口装
置を確認したところ、新規適用届入力時
の事業主氏名及び事業主代理人氏名
の入力誤りが判明しました。

○担当者が新規適用届入力時に事業
主氏名欄に誤って事業主様でない方の
氏名を入力したものです。
○また、事業主代理を選任する必要の
ない事業所であるにもかかわらず事業
主代理人欄に事業主様の氏名を誤って
入力したものです。
○担当者の認識不足及び入力後の確
認が不十分であったことによります。

1事業
所2名

― 0

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○担当者が訂正処理を行いました。

○厚生年金適用調査課において、届
書を入力した際に、ダブルチェックを
徹底するよう周知しました。

内
部

5



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

20

資格喪失
届に係る
資格喪失
年月日の
入力誤りに
ついて

入
力
誤
り

静岡
事務

センター
2012年
4月6日

2012年
4月13日

○事業所より、資格喪失確認通知書が
届いたが、届出した４名中、１名の資格
喪失年月日が異なっているので確認し
てほしいとのお問合せがあり、確認した
ところ、資格喪失届に係る資格喪失年
月日の入力誤りが判明しました。

○委託業者が資格喪失届の入力の際
に、資格喪失年月日を本来４名とも平
成２４年４月で入力すべきところ、誤って
１名のみ平成２４年１月で入力していた
ものです。
○入力誤り及び入力処理後の確認不
足によります。 1事業

所1名
― 0

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、訂正後の保険料については納
付書で納付していただくことで、了承
を得ました。
○担当者が訂正処理の上、決定通
知書を訂正し、事業所あてに送付し
ました。
○年金事務所に保険料更正の依頼
を行い、納付書を事業所あてに送付
しました。

○管理・厚生年金適用グループ長
が、委託業者に今回の事象を説明
し、再発防止の要請を行ったところ、
入力時及び入力後の確認を徹底す
るとの報告がありました。

外
部

21

資格喪失
確認通知
書の誤送
付につい
て 誤

送
付
・
誤
送
信

東京 北
2012年
2月6日

2012年
2月9日

○Ａ社会保険労務士より、受託事業所
でないＢ事業所の資格喪失確認通知書
が送付されたとのお問合せがあり、確
認したところ、資格喪失確認通知書の
誤送付が判明しました。

○Ｃ事業所から決定通知書等をＡ社会
保険労務士あてに送付するよう依頼が
あり、担当者が事務センターの受付経
過管理システムに送付先の登録を行う
際、担当者が誤ってＢ事業所の整理記
号を登録したことによりＡ社会保険労務
士にＢ事業所の資格喪失確認通知書を
送付したものです。
○送付先の登録を行う際の確認が不十
分であったことによります。

1社会
保険
労務
士1事
業所1
名

― 0

○担当者がＡ社会保険労務士にお
詫びの上説明し、了承を得ました。
誤って送付したＢ事業所の資格喪失
確認通知書を回収しました。
○担当者がＢ事業所にお詫びの上
説明し、資格喪失確認通知書を送付
することで了承を得ました。
○Ｃ事業所の資格喪失確認通知書
をＡ社会保険労務士あてに送付しま
した。

○厚生年金適用調査課において、事
業所から決定通知書等を社会保険
労務士あてに送付するよう依頼が
あった場合の登録の際は、送付先の
確認を複数名で行うことを徹底する
よう周知しました。

外
部

22

決定通知
書の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

静岡
事務

センター
2012年
4月6日

2012年
4月13日

○年金事務所より、社会保険労務士が
受託していない事業所の決定通知書を
持参されたとの連絡があり、確認したと
ころ、決定通知書の誤送付が判明しま
した。

○事業所から提出された資格喪失届に
社会保険労務士の提出代行の表記は
されていませんでしたが、担当者が誤っ
て社会保険労務士のあて名シールを貼
付し、委託業者に決定通知書の送付を
委託したものです。
○送付時の確認が不十分であったこと
によります。

1社会
保険
労務
士1事
業所2
名

― 0

○担当者が社会保険労務士にお詫
びの上説明し、了承を得ました。誤
送付した決定通知書を回収しまし
た。
○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、決定通知書を送付することで
了承を得ました。
○決定通知書を事業所あてに送付
しました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、社会保険労務士あてのあて名
シールが貼付されている場合には、
提出代行の表記について確認するこ
とを徹底するよう周知しました。
○管理・厚生年金適用グループ長が
委託業者に対して、あて名シールが
貼付されていても届書に提出代行者
の表記がない場合には、管理・厚生
年金適用グループの確認を受けるよ
う依頼しました。

外
部

23

標準報酬
月額改定
通知書の
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

群馬
事務

センター
2012年
9月6日

2012年
9月7日

○Ａ社会保険労務士より、受託事業所
以外の標準報酬月額改定通知書が送
付されたとのお問合せがあり、確認した
ところ、標準報酬月額改定通知書の誤
送付が判明しました。

○担当者がＢ社会保険労務士から受託
事業所の標準報酬月額改定通知書の
送付依頼があった際、社会保険労務士
コードを誤認し、Ｂ社会保険労務士が受
託している事業所の標準報酬月額改定
通知書を誤ってＡ社会保険労務士あて
の封筒に封入し送付したことによりま
す。
○封入後の再確認でも発見できなかっ
たものです。

2社会
保険
労務
士1事
業所1
名

― 0

○担当者がＡ社会保険労務士にお
詫びの上説明し、了承を得ました。
誤って送付した事業所の標準報酬月
額改定通知書を回収しました。
○担当者がＢ社会保険労務士にお
詫びの上説明し、事業所の標準報酬
月額改定通知書を送付することで了
承を得ました。また、事業所に説明し
ていただけるとのことで、お願いしま
した。
○事業所の標準報酬月額改定通知
書をＢ社会保険労務士あてに送付し
ました。

○管理・厚生年金適用グループにお
いて、封入作業時の複数名による確
認及び封入後のダブルチェック等、
基本的な確認作業を徹底するよう周
知しました。

外
部

6



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

24

算定基礎
届総括表
の誤送付
について

誤
送
付
・
誤
送
信

埼玉
事務

センター
2012年
6月7日

2012年
6月8日

○年金事務所より、Ａ事業所からＢ事業
所の算定基礎届総括表が届いたとのお
問合せがあった旨の連絡があり、確認
したところ、算定基礎届総括表の誤送
付が判明しました。
○また、算定基礎届受付簿の確認をし
たところ、９事業所に誤送付していたこ
とが判明しました。

○委託業者が封入時にあて名シールと
算定基礎届の事業所整理記号を確認
せず封入し、ダブルチェックも怠ったこと
によるものです。

11事
業所
53名

― 0

○年金事務所の厚生年金適用調査
課長がＡ事業所にお詫びの上説明
し、了承を得ました。Ａ事業所の算定
基礎届総括表を手渡し、誤って送付
したＢ事業所の算定基礎届総括表を
回収しました。
○年金事務所の厚生年金適用調査
課長が、１０事業所にお詫びの上説
明し、了承を得ました。正しい算定基
礎届総括表を交付し、誤った算定基
礎届総括表を回収しました。

○委託業者に対し、封入・封緘作業
の作業工程の再確認とダブルチェッ
クを確実に行うよう指示しました。
○委託業者より顛末書と改善に向け
た取り組みについて書面の提出があ
り、受理しました。

外
部

25

保険料口
座振替納
付申出書
の所在不
明につい
て

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

千葉 船橋
2012年
2月8日

2012年
6月21日

○社会保険労務士より、新規適用届を
提出した事業所の保険料が口座振替さ
れていないとのお問合せがあり、確認し
たところ、保険料口座振替納付申出書
が所在不明になっていることが判明しま
した。

○窓口で受付した新規適用届は窓口担
当者から厚生年金適用調査課の担当
者に回付しますが、窓口審査後の新規
適用届及び保険料口座振替納付申出
書の管理及び確認が不十分であったこ
とにより保険料口座納付振替申出書が
所在不明になったものです。 1事業

所
― 0

○厚生年金適用調査課長が社会保
険労務士にお詫びの上説明し、了承
を得ました。
○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、保険料口座振替納付申出書を
再度提出していただくことで了承を得
ました。
○事業所より保険料口座振替納付
申出書が提出され担当者が処理を
行いました。

○厚生年金適用調査課において、
チェックシートを作成し、窓口におけ
る添付書類等の確認を行うとともに
保険料口座振替納付申出書の受付
簿を作成し、窓口受付から厚生年金
徴収課へ回送するまでの事跡を管
理することとしました。 外

部

7



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

26

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る保
険料の登
録誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

京都 下京
2012年
4月5日

2012年
4月13日

○担当者が二以上事業所勤務被保険
者に係る処理済登録票の登録結果を
確認したところ、二以上事業所勤務被
保険者に係る保険料の登録誤りが判明
しました。

○児童手当拠出金について、誤った金
額を登録したことによります。
○担当者の確認不足及び相互チェッ
ク、決裁時にも誤りに気付かなかったこ
とによるものです。

1事業
所１名

未徴
収

131

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、未徴収分について、次回納付
時に請求することで了承を得ました。
○二以上事業所勤務被保険者に係
る保険料登録処理の訂正処理を行
いました。

○厚生年金徴収課において、二以上
事業所勤務被保険者の保険料登録
処理を行う際は、入力項目の確認を
確実に行うよう徹底しました。

内
部

27

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る保
険料の登
録誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛 新居浜
2012年
2月10日

2012年
10月26日

○担当者が二以上事業所勤務被保険
者に係る保険料登録を確認したところ、
二以上事業所勤務被保険者に係る保
険料の登録誤りが判明しました。

○厚生年金適用調査課より回付された
二以上事業所勤務被保険者保険料登
録票の金額に誤りがありましたが、厚
生年金徴収課の担当者が誤りに気付
かず入力したものです。
○担当者の確認不足及び決裁におい
ても誤りに気付かなかったことによりま
す。

1事業
所1名

過徴
収

8

○厚生年金徴収課長が事業所にお
詫びの上説明し、過徴収となった保
険料について、次回納付時に調整す
ることで了承を得ました。
○二以上事業所勤務被保険者に係
る保険料の訂正処理を行いました。

○厚生年金徴収課及び厚生年金適
用調査課において、今回の事象を職
員に説明し、チェックの強化をするよ
う周知・徹底しました。

内
部

28

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る保
険料の登
録誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

福島 平
2011年
1月6日

2012年
3月8日

○担当者が二以上事業所勤務被保険
者台帳で過去の標準報酬及び保険料
等の確認をしたところ、二以上事業所勤
務被保険者に係る保険料の登録誤りが
判明しました。

○選択事業所が厚生年金基金の加入
事業所で非選択事業所が厚生年金基
金に加入していない場合、本来、非選
択事業所も一般保険料率から免除保険
料率を差し引いた保険料率をもとに厚
生年金保険料額を計算すべきところ、
誤って一般保険料率をもとに厚生年金
保険料を計算していたことによるもので
す。
○担当者の確認が不十分であったこと
によります。

1事業
所1名

過徴
収

247,046

○厚生年金適用調査課長が事業所
にお詫びの上説明し、過徴収分につ
いて、次回納付時に調整することで
了承を得ました。
○二以上事業所勤務被保険者に係
る保険料の訂正処理を行いました。
○減額調整された納入告知書を事
業所あてに送付しました。
○保険料の納付を確認しました。

○厚生年金徴収課及び厚生年金適
用調査課において、今回の事象を職
員に説明し、二以上事業所勤務被保
険者の保険料登録処理を行う際は、
ダブルチェックを徹底するよう周知し
ました。

内
部

29

二以上事
業所勤務
被保険者
に係る保
険料の登
録漏れに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

山口 宇部
2012年
4月頃

2012年
4月18日

○担当者が平成２４年３月分告知額の
保険料額と二以上事業所勤務被保険
者整理簿の算出金額を確認したところ、
二以上事業所勤務被保険者に係る保
険料の登録漏れが判明しました。

○健康保険料の料率改定と月額変更
保険料登録を処理しなければいけない
ところ、月額変更保険料登録のみ処理
を行ったことによります。
○担当者が健康保険料の料率改定の
処理が不要と誤った認識をしていたこと
によります。

2事業
所1名

未徴
収

5,340

○担当者が事業所にお詫びの上説
明し、未徴収の保険料について、次
回納付時に請求することで了承を得
ました。
○二以上事業所勤務被保険者に係
る保険料の訂正処理を行いました。

○厚生年金徴収課において、処理不
要の帳票について、理由を記入する
こと及び決裁者はその内容を確認す
ることで処理漏れを防止するよう周
知・徹底しました。

内
部

8



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

30

納入告知
書不発行
通知書の
作成誤りに
ついて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

奈良 桜井
2012年
5月21日

2012年
5月22日

○担当者が納入告知書不発行通知書
の発送について確認したところ、納入告
知書不発行通知書の作成誤りが判明し
ました。

○納入告知書不発行通知書を作成した
際に、超過保険料（拠出金）の児童手
当拠出金欄の桁を誤り記載したことに
よるものです。
○記載内容についてのダブルチェックを
怠ったこと及び決裁完了前に送付した
ことによります。

1事業
所

― 0

○担当者が破産管財人弁護士事務
所の担当者様にお詫びの上、説明し
ました。
○担当者が破産管財人弁護士事務
所の担当者様に再度お詫びの上説
明し、納入告知書不発行通知書の
差替を行い、了承を得ました。

○厚生年金徴収課において、納入告
知書不発行通知書を作成する際は、
充当未済額一覧表により確認しダブ
ルチェックを行うこと及び必ず決裁完
了してから送付するよう周知・徹底し
ました。 内

部

31

保険料納
入告知額・
領収済額
通知書の
誤送付に
ついて 誤

送
付
・
誤
送
信

東京
事務

センター
2012年
7月20日

2012年
7月23日

○年金事務所より、Ａ事業所から保険
料納入告知額・領収済額通知書が届い
たが、Ｂ事業所のものも同封されていた
とのお問合せがあった旨の連絡があ
り、確認したところ、保険料納入告知
額・領収済額通知書の誤送付が判明し
ました。

○委託業者は機械を使用して封入作業
を行っており、封入事故が発生した場合
には、本来、封筒の封入物を確認して
封筒を差替する作業を作業管理者が行
うべきところ、作業管理者が行わず作業
担当者が行いダブルチェックも怠ったた
め、Ｂ事業所の保険料納入告知額・領
収済額通知書をＡ事業所あての封筒に
混入させてしまいました。
○担当者の認識不足及び封入の確認
を怠ったことによります。

2事業
所

― 0

○年金事務所の担当者がＡ事業所
にお詫びの上説明し、了承を得まし
た。Ｂ事業所の保険料納入告知額・
領収済額通知書を回収しました。
○年金事務所の担当者がＢ事業所
にお詫びの上説明し、了承を得まし
た。Ｂ事業所の保険料納入告知額・
領収済額通知書を交付しました。

○委託業者に作業工程の確認及び
事故防止の徹底をするよう厳重注意
しました。
○委託業者より顛末書の報告があ
り、受理しました。

外
部

9



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

32

国民年金
第３号被保
険者種別
変更届の
処理遅延
について

受
付
時
の
書
類
管
理
誤
り

大阪 堀江
2012年
1月23日

2012年
6月12日

○担当者が第３号被保険者種別変更
届の処理済の届書を整理していたとこ
ろ、国民年金第３号被保険者種別変更
届が未処理となっていることが判明しま
した。

○事務センターから届書が返送された
際、内容を確認し、速やかに処理すべ
きところ、未処理のまま現在に至ったも
のです。
○返送された届書を受付簿に記載して
いなかったことによります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、速やかに処理を行うことで、了
承を得ました。
○国民年金第３号被保険者種別変
更届の入力処理を行いました。

○国民年金課において、未処理届書
と処理済届書を厳正に区分し、事務
センターから返送された届書も必ず
受付簿に記載すること、処理済の書
類は速やかにファイリング等を行うこ
とを徹底しました。

内
部

33

国民年金
資格取得
申出書の
受理誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

千葉 幕張
2009年
2月20日

2010年
9月13日

○お客様が老齢年金の裁定請求に来
所され、記録を確認したところ、国民年
金資格取得申出書の受理誤りが判明し
ました。

○任意加入時に、お客様が障害基礎年
金受給者であり、昭和４９年６月から平
成２０年１２月分まで法定免除の届出が
できることを確認し、国民年金に任意加
入しなくても老齢年金の受給権を得るこ
とができることを説明すべきところ、確
認不足により、誤加入させてしまいまし
た。

1名 その他 4,099,178

○担当者がお客様にお詫びの上、
任意加入を取消し保険料を還付する
ことを説明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２１年３月分まで遡り、障害基礎年金
から特別支給の老齢厚生年金に変
更し、障害者特例による年金を支給
することが可能との回答があり、回
答書と関係書類を機構本部に進達し
ました。
○資格取得記録を取消し、保険料還
付金の支払及び年金の振込を確認
しました。

○国民年金課及びお客様相談室に
おいて、相談時における記録確認及
び任意加入時の審査を慎重に行うよ
う周知・徹底しました。

内
部

34

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 厚木
2008年
4月30日

2011年
2月14日

○お客様より、任意加入期間について
のお問合せがあり、確認したところ、国
民年金任意加入に係る資格喪失予定
年月日の誤りが判明しました。

○任意加入時に、老齢基礎年金が満額
となる月数である４８０月を計算する際
に、お客様は１日生まれのため、本来、
誕生月の前月分の納付状況を確認す
べきところ、未納となっていたことの確
認を漏らしたことによります。
○担当者の確認が不十分であったこと
によります。

1名
過徴
収

14,560

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、既に
納付済みの保険料額との差額につ
いて還付可能との回答があり、説明
したところ、了承を得ました。
○還付請求書を受理し、支払いを確
認しました。

○国民年金課において、任意加入の
入力処理の際は、月数計算表を使
用して加入月数の確認誤りを起こさ
ないよう周知・徹底しました。

外
部

35

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 葛飾
2008年

10月29日
2012年
3月1日

○担当者が６５歳未満喪失予定年月日
到達者リストを確認したところ、国民年
金任意加入に係る資格喪失予定年月
日の誤りが判明しました。

○任意加入時に、本来、２０歳から６０
歳までの加入記録を確認した上で４８０
月の資格喪失予定年月日を入力すべ
きところ、２０歳前の厚生年金加入期間
も含めて４８０月の資格喪失予定年月
日を入力していました。
○資格取得申出書の受付及び入力
時、また決裁においても誤りに気付か
なかったことによります。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による１年前納との差額を領収
可能との回答がありました。
○協議結果をお伝えしたところ、老
齢基礎年金が満額にならないのであ
れば、これ以上納付する気が無く
なったとのお申出があり、資格喪失
予定年月日を元に戻し、了承を得ま
した。

○国民年金課において、老齢基礎年
金に算入される期間を再確認すると
ともに任意加入のお申出をいただき
資格喪失予定年月日の審査を行う
際には、見込額の提示を行うよう周
知・徹底しました。

内
部

10



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

36

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 枚方
2005年
6月6日

2011年
12月6日

○お客様より、老齢年金の請求につい
て相談があった際に、国民年金任意加
入に係る資格喪失予定年月日の誤りが
判明しました。

○任意加入時に、合算対象期間の確認
を漏らし、その後の点検・審査において
も気付くことができなかったことによりま
す。

1名 その他 1,057,744

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました
○機構本部に取扱いを協議し、合算
対象期間の確認が不十分であったと
して時効消滅した年金の支払につい
て遡及して支給することが可能との
回答があり、担当者がお客様に再度
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。
○資格取得記録を取消し、保険料還
付金の支払い及び年金の振込みを
確認しました。

○国民年金課において、任意加入の
受付の際に、合算対象期間に係る
チェックシートに基づき、お客様及び
添付書類による確認を行うよう周知・
徹底しました。

内
部

37

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 立川
2007年
4月2日

2011年
12月26日

○お客様より、老齢基礎年金が満額に
なっていないとのお問合せがあり、確認
したところ、国民年金任意加入に係る資
格喪失予定年月日の誤りが判明しまし
た。

○お客様が老齢基礎年金を満額で受
給するためには、１６ヵ月の保険料納付
が必要であったところ、担当者の誤認に
より、６ヵ月と判断して登録したことによ
ります。

1名
未徴
収

149,680

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、資格
喪失予定年月日を取消し、時効の到
来していない期間について納付可能
との回答があり、国民年金課長がお
客様に再度お詫びの上、納付書を送
付する旨説明し、了承を得ました。
○保険料の納付を確認しました。

○国民年金課において、任意加入の
処理を行う際に、加入期間に計算誤
りがないか複数名でチェックを行うよ
う周知・徹底しました。

外
部

38

国民年金
任意加入
に係る資
格取得申
出書の受
理誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 札幌東
2008年
7月7日

2012年
1月19日

○お客様より、老齢年金を受給しながら
任意加入により国民年金保険料を支払
することが大変であるとのお問合せが
あり、確認したところ、国民年金任意加
入に係る資格取得申出書の受理誤りが
判明しました。

○任意加入時に、お客様が老齢基礎年
金の繰上げ受給者であったにもかかわ
らず、年金受給記録の確認を失念し、
資格取得申出書を受理してしまいまし
た。

1名
過徴
収

606,970

○担当者がお客様にお詫びの上、
老齢基礎年金の繰上げ請求をした
場合は任意加入ができないため、
遡って資格を取消し、納付した保険
料については還付することを説明
し、了承を得ました。
○任意加入の資格取消処理及び還
付請求書の入力処理を行いました。

○国民年金課において、任意加入時
にはチェックリストを作成し審査を行
うことを周知・徹底しました。

外
部

39

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

岐阜 高山
2004年

10月28日
2011年
9月6日

○お客様が老齢基礎年金の請求のた
め街角の年金相談センターに来所さ
れ、内容を確認したところ、国民年金任
意加入に係る資格喪失予定年月日の
誤りが判明しました。

○任意加入時に、本来対象とならない
昭和３６年３月以前の厚生年金加入期
間２ヵ月分を、合算対象期間としてし
まったことによります。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、６５
歳以降の期間について任意加入の
申出があったものとみなし、時効の
到来していない期間について納付可
能との回答あり、国民年金課長がお
客様に再度お詫びの上説明し、了承
を得ました。
○保険料の納入及び老齢基礎年金
の請求を確認しました。

○国民年金課において、任意加入の
審査時に、対象期間とならない昭和
３６年３月以前の厚生年金期間につ
いて、書類の審査及び入力後のダブ
ルチェックの周知・徹底を図りまし
た。

内
部

11



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

40

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

滋賀
事務

センター
2011年
3月28日

2012年
3月12日

○市役所より、任意加入の資格喪失予
定年月日が老齢基礎年金の満額時期
ではないとの連絡があり、確認したとこ
ろ、国民年金任意加入に係る資格喪失
予定年月日の誤りが判明しました。

○任意加入時に、本来、老齢基礎年金
の満額受給の月数に到達しないことか
ら、資格喪失予定年月日を空欄にすべ
きところ、６０歳以降の厚生年金加入期
間も含めて４８０月の資格喪失予定年
月日を入力していました。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、前納
保険料額との差額について領収可
能との回答があり、年金事務所の担
当者がお客様に再度お詫びの上、
現金領収し、了承を得ました。
○資格記録及び納付記録の補正処
理を行いました。

○国民年金グループにおいて、任意
加入の資格喪失予定年月日の審査
の際は、年金見込額の照会を行い、
年金額を確認すること、また、その結
果についても複数名で確認を行うよ
う周知・徹底しました。

外
部

41

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 吹田
2008年

10月28日
2012年
2月2日

○お客様が老齢基礎年金の裁定請求
に来所され、受給要件を確認したとこ
ろ、国民年金任意加入に係る資格喪失
予定年月日の誤りが判明しました。

○資格取得申出書を入力処理する際
に、学生期間のカラ期間の確認を漏ら
したことによります。

1名
過徴
収

324,930

○担当者がお客様にお詫びの上、
受給権が遡及すること及び保険料が
還付となることを説明し、了承を得ま
した。
○還付請求書を受理し、支払を確認
しました。

○国民年金課において、年金受給権
の確認については、カラ期間の確認
を漏れなく行うことを周知・徹底しまし
た。

内
部

42

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 札幌東
2008年
9月16日

2012年
7月9日

○担当者が任意加入被保険者の資格
喪失予定年月日の再確認をしたところ、
国民年金任意加入に係る資格喪失予
定年月日の誤りが判明しました。

○任意加入時に、脱退手当金支給期間
と国民年金納付期間の重複期間に気
付かず、そのまま入力処理をしてしまっ
たことによります。

1名
未徴
収

29,960

○担当者がお客様にお詫びの上、
２ヵ月分の納入が必要であることを
説明し、了承を得ました。
○納付書を送付し、後日、納入を確
認しました。

○国民年金課において、資格取得申
出書の処理時において、資格喪失予
定年月日を入力する場合には、改め
て複数名でチェックするよう周知・徹
底しました。 内

部

43

国民年金
第３号被保
険者種別
変更届の
入力漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

滋賀
事務

センター
2011年
9月21日

2011年
12月13日

○お客様より、国民年金第３号被保険
者種別変更届を提出したが通知書が届
かないとのお問合せがあり、確認したと
ころ、国民年金第３号被保険者種別変
更届の入力漏れが判明しました。

○国民年金第３号被保険者種別変更
届を入力する際、担当者が電話番号の
みを入力し、種別変更の入力を失念し
たことによります。
○担当者による確認が不十分であった
ことによります。 1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○国民年金第３号被保険者種別変
更届の入力を行い、国民年金第３号
被保険者該当通知書と被保険者記
録回答票をお詫び文書に同封し、お
客様あてに発送しました。

○国民年金グループにおいて、入力
チェック時の手順及び担当者の再確
認、処理の流れの確認を徹底しまし
た。

外
部

12



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

44

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 相模原
2011年
4月4日

2012年
1月11日

○お客様より、老齢基礎年金の年金額
が満額ではないとのお問合せがあり、
確認したところ、国民年金任意加入に
係る資格喪失予定年月日の誤りが判明
しました。
○また、１年前納いただいた保険料の
内１０ヵ月分を誤還付してしまいました。

○老齢基礎年金の年金額に反映されな
い６０歳以降の厚生年金加入期間を見
落したことにより、納付可能月数の計算
を誤ったことによります。

1名
誤還
付

148,800

○担当者がお客様にお詫びの上、
誤って還付した１０ヵ月分の保険料を
改めて前納の額にて納付いただいた
上で、納付記録を元に戻すことを説
明したところ、了承を得ました。
○誤還付に係る返納金の納付書を
送付しました。
○返納金の納付が確認できたため、
納付記録を追加しました。

○国民年金課において、老齢基礎年
金の年金額計算の対象となる保険
料納付済期間について再確認の
上、満額受給に必要となる任意加入
期間を審査する際には、必ず複数名
で確認するよう周知・徹底しました。

外
部

45

国民年金
任意加入
の決定誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 旭川
2010年
6月22日

2012年
1月17日

○事務センターより、国民年金任意加
入の資格取得年月日について照会が
あり、確認したところ、国民年金任意加
入の決定誤りが判明しました。

○６５歳まで任意加入されていました
が、年金受給資格期間を満たすことが
できなかったお客様より、改めて６６歳
到達時に任意加入のお申出があった
際、本来であれば、６５歳時点でお申出
があったものとみなし決定すべきとこ
ろ、担当者の認識不足により誤って６６
歳到達時のお申出として決定したもの
です。 1名

過徴
収

60,080

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、６５
歳時点で任意加入があったものとみ
なし、時効完成していない期間につ
いては納付書を送付すること及び資
格喪失年月日を訂正し、資格喪失後
の保険料は還付すべきとの回答が
あり、国民年金課長がお客様に再度
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。
○保険料の納付を確認し、資格喪失
年月日を訂正した上で、資格喪失日
以降に納付された保険料を還付しま
した。

○国民年金課において、６５歳以降
に任意加入のお申出のあった場合
の取扱いについて、改めて周知しま
した。

内
部

46

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

奈良 奈良
2009年
6月24日

2012年
2月10日

○事務センターより、年金事務所で受
付した老齢厚生年金の裁定請求書につ
いて、受給権を満たすための期間が１ヵ
月足りないとの連絡があり、確認したと
ころ、国民年金任意加入に係る資格喪
失予定年月日の誤りが判明しました。

○任意加入時に、本来であれば昭和６
１年４月については国民年金第３号被
保険者制度ができたことにより、カラ期
間として計上することができないのにも
かかわらず誤ってカラ期間として計上し
てしまったことによります。

1名
未徴
収

15,020

○副所長とお客様相談室長がお客
様にお詫びの上、受給資格を得るま
でに、１ヵ月分納付が必要であること
を説明したところ、了承を得ました。
○納付書を窓口交付し、納入を確認
しました。

○国民年金課において、任意加入時
には納付必要月数をダブルチェック
するよう周知・徹底しました。

内
部

47

国民年金
第３号被保
険者該当
届の未処
理につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

神奈川 横浜南
2011年

11月16日
2012年
2月7日

○お客様から、年金記録についてのお
問合せがあり、確認したところ、国民年
金第３号被保険者該当届の未処理が
判明しました。

○未入力の届書を入力処理済書類に
混入させてしまったこと及び届書等を綴
る際の確認不足によるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、早急に処理を行い、処理後の
被保険者記録照会回答票を送付す
ることで、了承を得ました。
○国民年金第３号被保険者該当届
の入力処理を行い、被保険者記録
照会回答票を送付しました。

○国民年金課において、改めて届書
等の管理を徹底すること、処理済書
類の整理時においても入力内容の
確認を行うことを徹底しました。

外
部

13



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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48

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて 入

力
誤
り

埼玉 大宮
2008年
6月3日

2012年
4月12日

○担当者が６５歳未満喪失予定年月日
到達者リストを確認したところ、国民年
金任意加入に係る資格喪失予定年月
日の入力誤りが判明しました。

○資格取得申出書を入力処理する際
に、資格喪失予定年月日を平成２４年６
月と入力すべきところ、誤って平成２４
年３月と入力したことによります。
○また、決裁時にも誤りに気付きません
でした。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による前納保険料額で領収可
能との回答があり、担当者がお客様
に再度お詫びの上、現金領収し、了
承を得ました。
○資格記録及び納付記録の訂正を
行いました。

○国民年金課において、任意加入に
係る資格喪失予定年月日について、
必ず複数名で確認を行うよう注意喚
起を行いました。

内
部

49

国民年金
任意加入
に係る資
格喪失予
定年月日
の誤りにつ
いて

入
力
誤
り

徳島 徳島北
2008年
8月27日

2012年
5月14日

○担当者が６５歳未満喪失予定年月日
到達者リストを確認したところ、国民年
金任意加入に係る資格喪失予定年月
日の誤りが判明しました。

○任意加入時に、平成２５年４月資格
喪失予定と入力するべきところ、誤って
平成２４月４月資格喪失予定と入力した
ため、平成２４年４月末における早割で
の保険料の口座振替がされず、１ヵ月
前納の５０円割引が適用できませんで
した。
○入力後にも十分なチェックができてい
ませんでした。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、１ヵ
月前納額で領収可能との回答があ
り、担当者がお客様に再度お詫びの
上、現金領収し、了承を得ました。
○資格喪失予定年月日及び保険料
の納付記録を補正しました。

○国民年金課において、審査点検時
及び入力時に十分なチェックを行う
よう周知・徹底しました。

内
部

50

国民年金
被保険者
資格喪失
年月日の
入力誤りに
ついて

入
力
誤
り

神奈川 鶴見
2009年
1月21日

2012年
3月23日

○お客様が区役所に来所され、区役所
からの連絡により、国民年金被保険者
資格喪失年月日の入力誤りが判明しま
した。

○任意加入時に、本来であれば資格喪
失年月日を６０歳到達日の平成２１年１
月と入力するところ、誤認して平成２０
年１月と入力してしまったことによりま
す。
○決裁時にも気付くことができませんで
した。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上説明し、了承を得ました。
○資格喪失年月日の訂正処理を行
い、訂正後の被保険者記録照会回
答票を交付しました。

○国民年金課において、入力時の確
認及び処理後の確認を徹底するよう
注意喚起しました。

外
部

51

国民年金
任意加入
に係る説
明誤りにつ
いて

説
明
誤
り

東京 青梅
2011年

10月31日
2012年
3月19日

○お客様が老齢年金の裁定請求手続
きのために来所され、ご提出いただい
た戸籍の確認をしたところ、国民年金任
意加入に係る説明誤りが判明しました。

○お客様が６０歳以降の任意加入及び
年金受給のご相談のため来所された
際、戸籍を確認の上、配偶者様の氏名
索引を行いましたが、本来、氏名、生年
月日に加えて氏名の漢字や住所履歴、
職歴等を基に本人特定をした上で、任
意加入後３２ヵ月で老齢年金の受給権
が発生する旨をご説明すべきところ、氏
名、生年月日だけで配偶者様を特定
し、別人と記録を取り違えて任意加入後
５ヵ月で老齢年金の受給権が発生する
と誤認したまま、任意加入の加入手続
きのご案内をしていました。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
後納制度により、保険料を２７ヵ月分
納付いただければ、老齢年金の受給
権を満たすことができる旨を説明し、
了承を得ました。
○後納制度による納入を確認しまし
た。

○国民年金課において、合算対象期
間の確認調査は年金相談窓口で行
い、配偶者様の職歴まで確認し誤認
を防止するよう周知しました。
○また、調査後の資格手続は国民
年金課で行い、ダブルチェックを行う
よう周知・徹底しました。

内
部

14



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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判明
契機

52

口座振替
納付申出
書の処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川
事務

センター
2011年
4月4日

2011年
6月15日

○年金事務所より、お客様から口座振
替の申出を行ったが振替になっていな
いとのお問合せがあり、確認したとこ
ろ、口座振替納付申出書の処理誤りが
判明しました。

○口座振替納付申出書の審査の際に、
金融機関の支店名を見誤り、誤った金
融機関コードを記載し、処理したことに
よります。
○また、チェック時及び決裁時において
も誤りに気付かなかったことによるもの
です。

1名
未徴
収

46,160

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２３年４月分の付加を含む定額保険
料及び５月・６月分の付加を含む早
割り口座振替額で領収可能との回答
がありました。
○お客様に連絡を行いましたが、接
触ができなかったため、納付の意思
を確認する旨の文書と付加保険料
不該当通知を送付しました。
○その後、今回の事象に係る説明の
文書と定額保険料納付書を送付しま
した。
○お客様からお問合せはありません
が、お問合せがあった場合は、引き
続き対応することとしました。

○国民年金グループにおいて、処理
結果リストのチェック時及び決裁時に
おいて、口座番号・口座名義人・金
融機関名等を慎重にチェックするよう
周知・徹底しました。

外
部

53

国民年金
保険料免
除申請に
係る審査
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

愛知
事務

センター
2011年
7月1日

2011年
8月9日

○年金事務所より、お客様から平成２３
年度の継続免除却下についてお問合
せがあったとの連絡があり、確認したと
ころ、市役所より提供された所得情報に
誤りがあることが判明しました。

○市役所における所得情報のプログラ
ム誤りにより、誤った所得情報に基づき
免除審査を行ったことによります。

13名
過徴
収

266,860

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、正しい所得情報にて再審査及
び処分変更を行うことを説明し、了承
を得ました。
○市役所より正しい所得情報の提供
を受け、再審査及び処分変更を行い
ました。
○１３名のお客様に全額免除承認通
知書を送付し、内２名のお客様につ
いては還付請求書の受理及び入力
処理を行いました。
○誤って送付した通知書については
回収又は紛失されていることを確認
しました。

○市役所において、システム改修が
終了したことを確認しました。また、
再発防止に係る顛末書を受理しまし
た。

外
部

54

国民年金
保険料追
納申込書
の受付誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

長野 松本
2010年
9月6日

2012年
1月26日

○事務センターより、受給者原簿と納付
記録が相違しているとの連絡があり、確
認したところ、国民年金保険料追納申
込書の受付誤りが判明しました。

○国民年金保険料の追納申込書を受
付する際、老齢基礎年金受給権者であ
ることを見落としてしまったことによりま
す。

1名
過徴
収

360,360

○国民年金課長及び担当者がお客
様にお詫びの上、保険料が還付とな
る旨説明し、了承を得ました。
○還付請求書の入力処理及び支払
を確認しました。

○国民年金課において、追納申込書
の受付及び入力処理の際には、老
齢基礎年金受給権者でないかを必
ず確認するよう周知・徹底しました。 内

部

55

国民年金
保険料免
除・納付猶
予申請書
の決定誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

青森
事務

センター
2011年
8月9日

2012年
5月15日

○年金事務所より、お客様から平成２２
年度の全額免除承認期間が平成２２年
１２月からになっているとのお問合せが
あったとの連絡があり、確認したところ、
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
の決定誤りが判明しました。

○平成２２年度の国民年金保険料全額
免除承認期間について、本来、同時に
提出された種別変更届を確認し、平成
２２年７月からとすべきところ、誤って配
偶者様の厚生年金保険資格喪失記録
を確認したため、平成２２年１２月からと
したものです。

1名 ― 0

○副所長と国民年金課長がお客様
にお詫びの上、全額免除承認期間を
正しい期間に訂正することについて
説明し、了承を得ました。
○免除承認期間を訂正し、改めて免
除承認通知書を作成し送付しまし
た。なお、誤って送付した通知書につ
いてはお客様が紛失されたことを確
認しました。

○国民年金グループにおいて、免除
申請書の審査の際には、事前及び
事後確認を確実に行い、資格関係
届等と同時に提出された場合は必ず
届書等の確認を行うことを周知・徹
底しました。 外

部

15



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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判明
契機

56

国民年金
保険料学
生納付特
例申請書
の審査誤
りについて 確

認
・
決
定
誤
り

東京 上野
2010年
4月16日

2012年
2月23日

○機構本部より、年金加入記録回答票
の回付があり、記載内容を確認したとこ
ろ、国民年金保険料学生納付特例申請
書の審査誤りが判明しました。

○平成２２年２月に２０歳になったお客
様より国民年金保険料学生納付特例申
請書を受付した際、学生納付特例を受
けようとする期間の記載が平成２２年２
月から平成２４年３月と年度を跨いでい
たため、本来であれば、申請書を年度
毎に提出いただくべきところ、お客様へ
の確認を怠り、平成２２年度の期間につ
いてのみ承認としてしまったことにより
ます。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２２年２月から平成２２年３月の国民
年金保険料学生納付特例申請につ
いて、平成２２年度分の申請書をもっ
て審査可能との回答があり、担当者
がお客様に再度お詫びの上説明し、
了承を得ました。
○学生納付特例申請書の入力処理
を行い、年金加入記録回答票と承認
通知書を送付しました。

○国民年金課において、前年度分と
今年度分の申請が可能な４月にお
いては、学生納付特例を受けようと
する期間の記載について、前年度と
今年度を跨ぐ期間の記載がないかを
必ず確認し、記載がある場合には、
必ずお客様に年度毎の申請書の提
出を求めることを周知・徹底しまし
た。
○区役所にも上記の確認の徹底を
依頼しました。

内
部

57

国民年金
保険料口
座振替辞
退申出書
の処理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

愛媛 松山東
2011年
5月12日

2012年
5月23日

○お客様より、口座振替額通知書が届
いたが、引落しされていないとのお問合
せがあり、確認したところ、国民年金保
険料口座振替辞退申出書の処理誤り
が判明しました。

○金融機関において１名分の国民年金
保険料口座振替辞退申出書を受理及
び入力した際に、誤って同一口座の２
名分の口座の辞退処理を行ったことに
よります。

1名 ― 0

○金融機関の担当者がお客様にお
詫びの上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による１年前納額で領収可能と
の回答があり、担当者がお客様に再
度お詫びの上、現金領収し、了承を
得ました。
○納付記録の補正処理及び口座振
替の再開処理を行いました。

○国民年金課において、口座振替辞
退の申出がある場合は、同じ口座で
複数人の口座振替をしていないか確
認を徹底するよう指示しました。
○金融機関より経過書の提出を受け
ました。

外
部

58

国民年金
保険料口
座振替辞
退申出書
の処理誤
りについて 確

認
・
決
定
誤
り

神奈川 高津
2012年
5月1日

2012年
5月28日

○お客様より、国民年金保険料が口座
振替されていないとのお問合せがあり、
確認したところ、国民年金保険料口座
振替辞退申出書の処理誤りが判明しま
した。

○同一口座より４名分の国民年金保険
料の口座振替を行っていましたが、うち
２名が口座振替辞退届を提出し、処理
を行った際、金融機関において誤って４
名とも口座振替辞退として処理してし
まったことによります。

2名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２４年４月分から平成２５年３月分に
ついて、口座振替による付加保険料
を含む１年前納保険料額で保険料を
領収可能との回答があり、国民年金
課長がお客様に再度お詫びの上、
現金領収し、了承を得ました。
○納付記録の補正処理を行い、記
録照会回答票を送付しました。

○金融機関に対し、同一の口座にて
別のご家族様から口座振替辞退届
が提出された場合は、お客様に確認
を行うよう申入れました。

外
部

59

国民年金
保険料免
除・納付猶
予申請書
の処理漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 城東
2011年
7月1日

2012年
6月6日

○お客様より、ご家族様分と併せて免
除申請を行ったが、未納の通知が届い
ているとのお問合せがあり、確認したと
ころ、国民年金保険料免除・納付猶予
申請書の処理漏れが判明しました。

○平成２３年７月に免除申請書を受付
した際、直前に区役所で平成２２年度分
を受付していたため、本来であれば平
成２３年度分として受付すべきところ、
申請年度の確認を怠ったため、平成２２
年度分として重複受付し、処理不要と
完結していたことによります。

2名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○事務センターへ平成２３年度分の
免除処理を至急依頼し、入力処理を
確認しました。

○国民年金課において、両年度の申
請が可能な７月に受付した免除申請
書については、受付時にお客様に申
請年度を確認し、明記するよう周知・
徹底しました。

外
部

16
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60

国民年金
保険料口
座振替辞
退申出書
の処理誤
りについて 確

認
・
決
定
誤
り

東京 大田
2012年
4月2日

2012年
5月1日

○お客様より、国民年金保険料が口座
振替されていないとのお問合せがあり、
確認したところ、国民年金保険料口座
振替辞退申出書の処理誤りが判明しま
した。

○金融機関にお客様の配偶者様分の
国民年金保険料口座振替辞退申出書
の提出があった際、金融機関の担当者
が同口座が複数契約であることの確認
を怠ったため、お客様の口座について
も辞退処理を行ってしまったことにより
ます。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
金融機関において誤った口座振替
の終了処理がされたことが原因であ
る旨を説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２４年２月分から４月分の付加を含む
定額保険料額を領収可能との回答
があり、担当者がお客様に再度お詫
びの上、現金領収し、了承を得まし
た。
○金融機関に報告し、口座振替の再
開処理を行いました。

○金融機関に対し、今後同様の事務
処理誤りを発生させないよう、再発
防止に努めていただく旨要請を行い
ました。
○金融機関より再発防止に係る顛末
書を受理しました。

外
部

61

国民年金
保険料学
生納付特
例申請書
の受理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

茨城
事務

センター
2009年
6月10日

2011年
12月20日

○市役所より、国民年金保険料学生納
付特例の申請対象者として科目履修生
が該当となるのかとのお問合せがあり、
確認したところ、国民年金保険料学生
納付特例申請書の受理誤りが判明しま
した。

○市役所にて国民年金保険料学生納
付特例申請書を受付する際、学生証の
写し等を確認しているが、科目履修生
が対象外であることを認識していなかっ
たことによります。

1名 ― 0

○市役所の担当者よりお客様にお
詫びの上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、免除
申請書を新たに受付可能との回答
があり、免除申請書を受理し、了承
を得ました。
○免除申請書の入力処理を行い、
承認通知書を送付しました。

○市役所に対し、科目履修生や研修
生については学生納付特例の対象
とならないことを周知・徹底しました。
○市役所より、再発防止にかかる顛
末書を受理しました。

外
部

62

国民年金
保険料口
座振替の
再開処理
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 世田谷
2011年
6月16日

2012年
5月21日

○お客様より、１年前納の口座振替が
行われていないとのお問合せがあり、
確認したところ、口座振替の再開処理
漏れが判明しました。

○担当者が入力確認等の進捗管理を
怠ったことにより、入力締切日までに口
座振替の再開処理を行わなかったこと
によります。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による１年前納の金額で領収可
能との回答があり、担当者がお客様
に再度お詫びの上、現金領収し、了
承を得ました。
○納付記録の補正処理及び口座振
替の再開処理を行いました。

○国民年金課において、事務処理の
経過等の進捗管理を行い、複数名で
共有していくことを周知・徹底しまし
た。

外
部

63

国民年金
保険料前
納納付書
の作成漏
れについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

岐阜 岐阜北
2012年
4月2日

2012年
5月2日

○お客様より、１年前納を希望していた
が納付書が届いていないとのお問合せ
があり、確認したところ、国民年金保険
料前納納付書の作成漏れが判明しまし
た。

○お客様が国民年金第３号被保険者
から第１号被保険者への種別変更届を
提出され、前納での納付を希望された
際、本来であれば、事務処理の期間を
想定し、窓口で納付書を作成し交付す
べきところ、通常の事務処理の流れに
基づき市町村に住基確認をした後、事
務センターで処理を行ったことによりま
す。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、１年
前納金額と同額で領収可能との回
答があり、既に納付された金額と前
納額との差額を還付する旨説明し、
了承を得ました。
○保険料還付金の支払を確認しまし
た。

○国民年金課において、窓口におい
て届書の受付を行った際には、必ず
前納希望の有無のゴム印を押印し、
決裁者がチェックできる体制を作りま
した。

外
部

17
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64

国民年金
付加保険
料納付書
の作成漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 立川
2011年
5月12日

2011年
12月5日

○担当者が入力処理済の届出書類を
確認していたところ、２名分の国民年金
付加保険料納付書の作成漏れが判明
しました。

○国民年金付加保険料納付申出書の
入力時に、既に平成２３年５月分付加
保険料の口座振替締切日を経過してい
たため、本来であれば、平成２３年５月
分の国民年金付加保険料納付書を別
途作成して送付すべきところ、口座振替
に間に合うものと誤認したことにより、
付加保険料の納付書を作成しなかった
ことによります。

2名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２３年５月分の付加保険料について
領収可能との回答があり、国民年金
課長がお客様に再度お詫びの上、
現金領収し、了承を得ました。
○付加保険料の納付記録を訂正し
ました。

○国民年金課において、国民年金付
加保険料納付申出書を受付した際
には、必ず振替方法を確認し、付加
保険料の納付書が必要なお客様か
どうかを判断するよう周知しました。
○決裁時において納付書作成の有
無についても点検するようにしまし
た。

内
部

65

国民年金
保険料免
除・納付猶
予申請書
の処理漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

京都
事務

センター
2010年
8月頃

2012年
1月31日

○担当者が処理不要分の国民年金免
除・納付猶予申請書について処理誤り
及び事跡登録漏れ等の再確認をしたと
ころ、国民年金保険料免除・納付猶予
申請書の処理漏れが判明しました。

○担当者が被保険者の納付記録を確
認した際､平成２１年度と平成２２年度を
見誤り、平成２２年度が承認済みの年
度であったため、処理不要としたもので
す。
○担当者以外のダブルチェックがなく、
その後も処理不要分の再確認が行わ
れなかったことによります。

1名 ― 0

○お客様に連絡が取れないため、お
詫びの文書を送付しました。
○免除処理が完了したため、お詫び
の文書を添えて平成２２年度分４分
の１免除承認通知書及び一部免除
納付書を送付しました。
○その後、お客様からお問合せはあ
りませんが、お問合せがあった場合
は、引き続き対応することとしまし
た。

○国民年金グループにおいて、免除
処理不要の判断の際は､国民年金
記録の全項目印字の被保険者記録
照会画面を添付の上保管し､後日再
チェックを行う時には、添付した被保
険者記録照会画面と窓口装置によ
る直近の納付記録を確認するよう周
知・徹底しました。

内
部

66

クレジット
カード納付
（変更）申
出書の入
力漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

茨城 土浦
2011年
9月16日

2011年
10月6日

○お客様のお母様より、クレジットカード
納付について、６ヵ月前納を希望した
が、送付された開始通知書を見ると毎
月払いになっているとのお問合せがあ
り、確認したところ、クレジットカード納付
（変更）申出書の入力漏れが判明しまし
た。

○２０歳資格取得届の入力を待ってい
たため、クレジットカード納付（変更）申
出書の入力が遅れ、６ヵ月前納ができ
なかったことによります。
○クレジットカード納付（変更）申出書を
受付後、資格取得届の処理状況を確認
し、締切日までに入力を行わなかったこ
とによるものです。

1名
過徴
収

730

○国民年金課長及び担当者がお客
様にお詫びの上、平成２３年度につ
いては毎月払いになること及び割引
額のお支払ができないことを説明し、
了承を得ました。
○平成２３年度については毎月納
付、平成２４年度は１年前納にて納
入されていることを確認しました。

○国民年金課において、資格取得時
にクレジットカード納付のお申出が
あった場合、クレジットカード納付（変
更）申出書の入力スケジュールと同
時に資格取得届の入力スケジュー
ルの突合せを行い、資格取得届入
力の処理を確認し申出書を入力する
よう周知・徹底しました。

外
部

67

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
の処理漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

熊本 熊本西
2012年
5月1日

2012年
5月15日

○金融機関より、処理誤りにより１年前
納保険料の振替を２名分漏らしてしまっ
たとの連絡があり、確認したところ、国
民年金保険料口座振替納付申出書の
処理漏れが判明しました。

○金融機関の担当者の確認不足によ
り、本来、口座振替をするべき２名分に
ついて、口座振替処理を行っていな
かったことによります。

2名 ― 0

○金融機関の担当者がお客様にお
詫びの上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による１年前納額で領収可能と
の回答があり、担当者がお客様１名
に再度お詫びの上、現金領収し、了
承を得ました。
○もう１名のお客様については、厚
生年金に加入するとのお申出があっ
たため、付加を含む保険料４、５月分
を現金領収し、了承を得ました。

○金融機関に再発防止の依頼を行
い、顛末書を受理しました。

外
部

18



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

68

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
の処理誤
りについて

未
処
理
・
処
理
遅
延

北海道 小樽
2012年
3月30日

2012年
5月30日

○お客様より、口座振替による前納保
険料が引落としになっていないとのお問
合せがあり、確認したところ、国民年金
保険料口座振替納付申出書の処理誤
りが判明しました。

○資格取得申出書及び口座振替納付
申出書の入力処理を行いましたが、被
保険者氏名のフリガナに誤りがあり、資
格取得申出書の取消処理を行い、正し
いフリガナで再入力を行いました。取消
処理を行った際、口座振替情報が取消
しされることの認識が不足していたこと
及び決裁時における確認不足により、
口座振替納付申出書の再入力を漏らし
てしまったことによるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、口座
振替による前納保険料額で領収可
能との回答があり、国民年金課長が
お客様に再度お詫びの上、現金領
収し、了承を得ました。
○納付記録の補正処理及び口座振
替の訂正処理を行いました。

○国民年金課において、資格取得取
消入力を行う場合は口座振替情報
の確認を行うこと、また、訂正処理に
より記録が正常になる場合は訂正処
理により補正をするよう、十分確認
及び相談を行うことを指示しました。

外
部

69

クレジット
カード納付
（変更）申
出に係る
再開処理
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪 平野
2011年
5月30日

2012年
5月31日

○お客様より、クレジットカードによる１
年前納が実施されていないとのお問合
せがあり、確認したところ、クレジット
カード納付（変更）申出に係る再開処理
漏れが判明しました。

○平成２３年度のクレジットカード納付
による１年前納が限度額超過により立
替されず、その後、平成２３年度につい
ては納付書により前納を行い、平成２４
年度よりクレジットカードによる１年前納
を行うとのお申出があったにもかかわら
ず、認識不足により、納付書での納付
確認後、再開処理を行わなかったこと
によります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、クレ
ジット会社に対し、付加保険料を含
む１年前納額の立替依頼を行うとの
回答があり、担当者がお客様に再度
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。
○納付記録の補正処理及びクレジッ
トカード納付（変更）申出書の再入力
を行いました。

○国民年金課において、クレジット
カード納付が振替不能になった場
合、再開処理もしくは再度納付（変
更）申出書が必要なことを周知・徹底
しました。

外
部

70

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

埼玉
事務

センター
2011年

10月24日
2011年
12月8日

○年金事務所より、お客様から口座振
替の手続きを行ったが保険料が引落し
になっていないとのお問合せがあったと
の連絡があり、確認したところ、国民年
金保険料口座振替納付申出書の入力
誤りが判明しました。

○委託業者が口座振替納付申出書を
入力する際、本来、当座口座と入力す
べきところ、誤って普通口座と入力した
ため、指定口座なしの理由により平成２
３年１０月分及び１１月分が振替されな
かったものです。
○ダブルチェックの際にも入力誤りを見
落としてしまったことによります。 1名

過徴
収

50

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２３年１０月分付加保険料は有効な
ものとして処理し、併せて同年１１月
分保険料の早割差額５０円を還付可
能との回答があり、担当者がお客様
に再度お詫びの上説明し、了承を得
ました。
○還付請求書の入力処理を行い、
支払いを確認しました。

○委託業者に対し、入力及び処理結
果リストの突合せの際には細心の注
意を払うよう指導しました。
○委託業者の責任者より今回の事
象に対する顛末書を受理し、改めて
各作業において確実な確認作業を
行い、再発防止を徹底するよう指示
しました。

外
部

71

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

埼玉 春日部
2011年

10月25日
2012年
5月8日

○国民年金電話相談センターより、お
客様から１年前納による口座振替納付
申出書を提出したにもかかわらず、振
替がされていないとのお問合せがあっ
たとの連絡があり、確認したところ、国
民年金保険料口座振替納付申出書の
入力誤りが判明しました。

○担当者が口座番号を読み違い入力
を行ってしまったこと、また、ダブル
チェック及び決裁でもその誤りを見落と
してしまったことによります。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、付加
保険料を含む保険料について、口座
振替による１年前納に相当する額で
領収可能との回答があり、担当者が
お客様に再度お詫びの上、現金領
収し、了承を得ました。
○納付記録の補正を行いました。

○国民年金課において、口座振替納
付申出書のチェック事項を周知・徹
底しました。
○また、お客様の記載内容に不明な
点があった場合は、ご連絡し再確認
を行うよう指示を行いました。

外
部

19



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

72

国民年金
保険料免
除勧奨状
（ハガキ形
式）の作成
誤りについ
て

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

長野 松本
2011年
11月

2011年
11月29日

○市役所より、６０歳以上の国民年金
任意加入申出者にハガキ形式の免除
申請書が送付されているとのお問合せ
があり、確認したところ、国民年金保険
料免除勧奨状（ハガキ形式）の作成誤
りが判明しました。

○国民年金保険料免除勧奨（ハガキ形
式）対象者の抽出条件を設定する際、６
０歳以上の任意加入未納者を含めて抽
出してしまったことによります。
○決裁においても誤りに気付かなかっ
たことによります。 22名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○２１名様のお客様に対して、お詫
びの文書を送付しました。
○その後、お客様からお問合せはあ
りませんが、お問合せがあった場
合、引き続き対応することとしまし
た。

○国民年金課において、抽出処理前
に複数名によるチェックを行うことを
周知・徹底しました。

外
部

73

国民年金
付加保険
料納付書
の作成誤
りについて 通

知
書
等
の
作
成
誤
り

東京 世田谷
2011年
5月18日

2011年
12月16日

○区役所より、お客様から平成２３年５
月分以降について付加保険料を含む前
納保険料を納付したはずだが、定額納
付になっているとのお問合せがあったと
の連絡があり、確認したところ、国民年
金付加保険料納付書の作成誤りが判
明しました。

○お客様から前納納付書の送付依頼
があった際、お客様は付加保険料納付
申出者であったため、本来であれば付
加保険料を含む前納納付書を作成して
送付すべきところ、誤って定額保険料の
みの前納納付書を作成して送付してし
まいました。
○担当者の作成時及び決裁時に付加
記録の確認を失念していたことによりま
す。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、平成
２３年５月分から平成２４年３月分ま
での付加保険料について、前納によ
る金額と同額で領収可能との回答が
あり、国民年金課長がお客様に再度
お詫びの上、現金領収し、了承を得
ました。
○お客様へお詫びの文書、控除証
明書、記録補正後の納付記録を送
付しました。

○国民年金課において、納付書作成
時は、必ず付加保険料納付申出者
かどうか記録を確認の上で作成する
こと、作成した納付書は他の職員の
確認を受けてから送付することを周
知・徹底しました。

外
部

74

国民年金
後納保険
料申込書
の印刷誤
りについて 通

知
書
等
の
作
成
誤
り

本部
国民

年金部
2012年

11月21日
2012年

11月30日

○Ａ様より、送付された国民年金後納
保険料申込書の裏面に別人の記録の
ようなものが印刷されているとのお問合
せが国民年金保険料専用ダイヤルに
あり、確認したところ、廃棄すべき個人
情報を印字した用紙の裏面に後納保険
料申込書の記載内容を印刷し送付して
いることが判明しました。

○個人情報の印字ミスが発生した場
合、印字した用紙を溶解処理しますが、
委託業者が後納保険料申込書を印刷
する際に誤って印字ミスのあったＢ様の
用紙の裏面に後納保険料申込書を印
刷しＡ様に送付したものです。
○印字ミスした用紙の管理及び封緘前
の内容物の確認が不十分であったこと
によります。

2名 ― 0

○ 国民年金保険料専用ダイヤルの
担当者がＡ様にお詫びの上説明し、
Ｂ様の個人情報が印字された後納
保険料申込書を返送していただくこ
とで了承を得ました。
○ 国民年金保険料専用ダイヤルの
担当者がＢ様にお詫びの上説明し、
了承を得ました。
○Ａ様あてに、後納保険料申込書を
送付しました。Ａ様より、Ｂ様の個人
情報が印字された後納保険料申込
書が返送されました。

○委託業者より印字ミスをした用紙
の溶解処理及び封緘時の確認を徹
底し再発防止に努める旨の報告書
が提出されました。

外
部

75

国民年金
保険料追
納納付書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

大分 大分
2011年
4月8日

2012年
2月8日

○お客様のお母様より、納付した追納
保険料の記録を確認したいとのお問合
せがあり、確認したところ、国民年金保
険料追納納付書の作成誤りが判明しま
した。

○追納申込書の入力時に、申込期間以
前の追納可能期間があることを見落と
したことによります。
○その後の決裁においても誤りに気付
かなかったものです。

1名 ― 0

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、還付
請求書及び正しい期間の追納納付
書を交付するよう回答があり、国民
年金課長が説明の上了承を得まし
た。
○還付請求書及び追納納付書を交
付しました。
○還付金の支払い及び追納保険料
の納付を確認しました。

○国民年金課において、追納申込書
の決裁時には、必ず納付記録画面
を添付するよう、周知・徹底しまし
た。また、即時交付の場合は決裁後
に交付するよう周知・徹底しました。

外
部

20



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

76

国民年金
保険料追
納納付書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

福岡 中福岡
2011年
5月9日

2012年
3月16日

○事務センターより、６５歳経過後の追
納による警告リストが出力されたとの連
絡があり、確認したところ、国民年金保
険料追納納付書の作成誤りが判明しま
した。

○追納納付書を作成した際、お客様の
年齢の確認を怠ったため、納付書の使
用期限を６５歳以降である平成２４年３
月としたことによります。

1名
過徴
収

273,820

○担当者がお客様にお詫びの上、
保険料の還付について説明し、了承
を得ました。
○還付請求書を受理し、事務セン
ターに回付しました。
○保険料還付金の支払を確認しまし
た。

○国民年金課において、追納申込時
及び納付書作成時には、お客様の
年齢及び受給権の有無について注
意して確認するよう周知・徹底しまし
た。

内
部

77

国民年金
保険料還
付金等振
込手続き
完了ハガ
キの作成
誤りについ
て

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

本部
国民

年金部
2012年

10月24日
2012年
11月2日

○事務センターより、お客様から還付金
等振込手続き完了ハガキの支払予定
日についてお問合せがあったとの連絡
があり、確認したところ、国民年金保険
料還付金等振込手続き完了ハガキの
作成誤りが判明しました。

○お客様に送付する国民年金保険料
還付金等振込手続き完了ハガキ作成
する際に、振込予定日のデータを誤っ
て作成し、委託業者に委託したもので
す。
○担当者による確認が不十分であった
ことによります。

2,753
名

― 0

○年金事務所の担当者がお客様に
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。
○還付金等の支払いは既に行われ
ていますが、お客様からのお問合せ
があった場合の対応方法について
年金事務所に対応を依頼しました。
○年金機構のホームページに事象
を掲載し周知しました。

○委託業者に委託するデータの確
認を複数名で行うことを徹底するよう
周知しました。

外
部

78

国民年金
保険料免
除申請承
認通知書
の誤送付
について

誤
送
付
・
誤
送
信

埼玉
事務

センター
2011年
12月2日

2011年
12月13日

○Ａ様より、国民年金保険料納付書が
届いたが、Ｂ様の国民年金保険料免除
申請承認通知書が同封されているとの
お問合せがあり、確認したところ、国民
年金保険料免除申請承認通知書の誤
送付が判明しました。

○封書発送の際は封入と封緘をそれぞ
れ別の担当者が行い、内容物のチェッ
クを行うことになっていましたが、国民
年金保険料納付書の宛名と免除申請
承認通知書の宛名の違いに気付かな
いまま封入し、封緘者もこれに気付か
ず封緘し発送してしまったことによりま
す。

2名 ― 0

○担当者がＡ様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。誤って送付した
B様の免除申請承認通知書を回収し
ました。
○担当者がＢ様にお詫びの上説明
し、お詫びの文書と免除申請承認通
知書を送付することで、了承を得まし
た。
○Ｂ様にお詫びの文書と免除申請承
認通知書を送付しました。

○委託業者に対し、封入・封緘時の
ダブルチェックの際、確実に内容確
認を行うよう指示しました。再発防止
に係る顛末書を受理しました。
○国民年金グループにおいて、改め
て封入・封緘時のダブルチェックの
際、確実に内容確認を行うよう指示
しました。

外
部

79

国民年金
保険料学
生納付特
例申請書
に係る本
人控えの
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

兵庫 加古川
2011年

12月27日
2012年
5月18日

○Ａ様のお母様より、Ｂ様の学生納付
特例申請書の控えが送付されていると
のお問合せがあり、確認したところ、国
民年金保険料学生納付特例申請書に
係る本人控えの誤送付が判明しまし
た。

○Ａ様の学生納付特例申請書の記載
内容に不備があり、学生納付特例申請
書を返戻する際、担当者が誤ってＡ様
の返戻書類にＢ様の学生納付特例申
請書の控えを同封して返戻してしまいま
した。
○複数名による封入物の確認を怠り、
封緘したことが原因です。

2名 ― 0

○国民年金課長がＡ様のお母様に
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。誤って送付したＢ様の学生納付
特例申請書の控えを回収しました。
○Ｂ様に連絡がとれないため、文書
を送付したところ、連絡があり、誤送
付した学生納付特例請書の控えとお
詫びの文書を送付することで、了承
を得ました。
○Ｂ様あてに学生納付特例申請書
の控えとお詫びの文書を送付しまし
た。

○国民年金課において、封筒の封緘
前に、複数名で内容を確認した上で
送付することを周知・徹底しました。

外
部

21



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

80

クレジット
カード納付
（変更）申
出書及び
付加保険
料に係る
説明誤りに
ついて

説
明
誤
り

千葉 千葉
2011年

10月13日
2012年
2月16日

○お客様より、付加保険料の納付記録
についてのお問合せがあり、確認したと
ころ、クレジットカード納付（変更）申出
書及び付加保険料に係る説明誤りが判
明しました。

○口座振替からクレジットカード納付に
変更されたお客様の付加保険料の納
付について、本来であれば、後日送付
する納付書で納付していただくよう説明
すべきところ、クレジットカード納付の開
始月に係る認識が誤っていたため、クレ
ジットカード納付が適用されるとの誤っ
た説明をしていました。 1名

未徴
収

1,600

○国民年金課長がお客様にお詫び
の上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議しました
が、付加保険料の納付については
納付期限経過により納付は認められ
ないとの回答がありました。
○国民年金課長がお客様に再度お
詫びの上、協議の回答結果について
説明し、了承を得ました。

○国民年金課において、口座振替か
らクレジットカード納付への変更に伴
う注意点を説明し、口座振替及びク
レジットカード納付の事務処理スケ
ジュールを確認してからお客様に説
明するよう周知・徹底しました。

外
部

81

国民年金
保険料追
納申込期
間に係る
説明誤りに
ついて 説

明
誤
り

大阪 貝塚
2010年
9月24日

2011年
5月23日

○担当者が平成２３年５月受付の追納
申込書の記載内容を確認したところ、国
民年金保険料追納申込期間に係る説
明誤りが判明しました。

○平成２２年９月にお客様が来所され
追納申込期間についての説明を行った
際、本来であれば、１０年以内であれば
申込が可能と説明すべきところ、誤って
１０年１ヵ月と説明したため、平成２３年
５月に追納申込書を受付した時点で、
平成１３年４月分の追納ができなくなっ
てしまいました。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、説明
誤りであっても追納はできないとの
回答があり、お客様あてにお詫びの
文書を送付しました。
○お客様より連絡があり、担当者が
改めてお詫びし、了承を得ました。

○国民年金課において、追納保険料
の納付期限を説明する際は十分確
認して回答するよう周知・徹底しまし
た。

内
部

82

国民年金
保険料学
生納付特
例申請書
の所在不
明につい
て

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

鹿児島
鹿児島

北
2011年
7月

2011年
10月14日

○お客様より、年金事務所の窓口で学
生納付特例の申請をしたにもかかわら
ず、委託業者から納付勧奨の電話を受
けたとのお問合せがあり、確認したとこ
ろ、国民年金保険料学生納付特例申請
書が所在不明になっていることが判明
しました。

○受付段階における学生納付特例申
請書と受付簿との突合せが不十分で
あったこと及び受付後の申請書類の管
理が不十分だったことによります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、再度、学生納付特例申請書の
提出についてお願いしたところ、了承
を得ました。
○学生納付特例の承認を確認し、お
客様にお伝えしました。

○国民年金課において、申請書等各
種書類受付時の確認、受付簿への
記入、窓口装置への事跡登録を慎
重かつ確実に行うこと及び受付後の
書類管理を厳重に行うように周知・
徹底しました。

外
部

83

国民年金
保険料学
生納付特
例申請書
の処理遅
延につい
て

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

静岡 静岡
2011年
1月27日

2011年
12月21日

○お客様のお母様より、郵送にて学生
納付特例の申請をしたにもかかわらず
結果の通知が届かないとのお問合せが
あり、確認したところ、国民年金保険料
学生納付特例申請書の処理遅延が判
明しました。

○区役所に書類を手渡すための進達
ボックスの周辺を捜したところ、進達
ボックスの一番下に学生納付特例申請
書が落ちているのを発見しました。
○受付書類の管理誤りが原因です。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○学生納付特例申請書の入力処理
を行い、お客様あてに承認通知書を
送付しました。

○国民年金課において、区役所職員
に書類を手渡すときは、必ずすべて
の進達ボックスを開けて書類等が下
に落ちていないことを確認するよう周
知・徹底しました。
○また、区役所との受け渡し書類に
ついて管理簿を作成し、管理簿と年
金事務所の受付簿とを照合すること
としました。

外
部

22



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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判明
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84

国民年金
保険料口
座振替不
能につい
て

事
故
等

本部
国民

年金部
2012年
10月1日

2012年
10月16日

○金融機関より、口座振替の手続き誤
りのためお客様の口座振替を行えな
かったとの連絡があり、確認したところ、
国民年金保険料口座振替が不能に
なっていることが判明しました。

○金融機関において一部の作業を手作
業で行っていましたが、担当者がその
作業を誤ったことにより国民年金保険
料の口座振替処理が行われず、振替
不能となったものです。

1名 ― 0

○金融機関の担当者がお客様にお
詫びの上説明し、了承を得ました。
○金融機関からの事故報告により、
今回の事象に係る国民年金保険料
をお客様から領収するよう年金事務
所に指示しました。
○年金事務所の担当者がお客様よ
り国民年金保険料を領収しました。

○金融機関より、口座振替を行う際
の確認の徹底及び今回の事象につ
いてシステム化を行う旨の報告があ
りました。

外
部

85

国民年金
保険料の
着服につ
いて

事
故
等

本部
国民

年金部
2012年
1月26日

2012年
3月23日

○金融機関より、社員が国民年金保険
料を着服したとの連絡があり、確認した
ところ、金融機関の社員が国民年金保
険料を着服していたことが判明しまし
た。

○金融機関の社員がお客様から国民
年金保険料の払込みを受けた際、納付
依頼書に払込金額等を印字せず領収
証書にのみ日附印を押印し領収書をお
客様に交付したものです。
○国庫金の払込みを受付けした際は、
他の検査者又は取扱者以外の社員が
検査しなければならないところ、これを
怠っていたことによります。 6名 ― 0

○金融機関の店長が６名のお客様
にお詫びの上説明し、了承を得まし
た。
○金融機関からの事故報告に基づ
き、年金事務所に６名のお客様に係
る国民年金保険料の納付記録等の
補正を指示しました。
○金融機関より警察に被害届を提出
したとの報告がありました。

○金融機関より、今回の事象を全店
長に注意喚起し再発防止に係る取
扱いを全社員に周知したとの報告書
の提出がありました。

外
部

86

領収済通
知書の誤
交付及び
国民年金
保険料納
付記録の
取消し誤り
について

事
故
等

本部
国民

年金部
2012年
4月4日

2012年
7月13日

○年金事務所より、Ａ様からコンビニエ
ンスストアで国民年金保険料を納付し
領収書を持っているが催告状兼過年度
納付書が届いたとのお問合せがあった
との連絡があり、確認したところ、コンビ
ニエンスストアにおける領収済通知書
の誤交付及び国民年金保険料納付記
録の取消し誤りが判明しました。

○Ａ様がコンビニエンスストアで家族２
名の分を含む３名分の国民年金保険料
を納付され、その後にＢ様が国民年金
保険料を納付した後に納付の取消しを
申出された際にコンビニエンスストアの
従業員が誤ってＡ様が納付された国民
年金保険料を取消しＢ様にＡ様からお
預かりした現金及び領収印の取消し表
示をした領収済通知書を交付したもの
です。
○また、その後にコンビニエンスストア
が店舗を管轄する地区事務所にＡ様の
国民年金保険料納付記録データを取り
消すように依頼したため、年金機構に
国民年金収納情報が報告されずＡ様あ
てに催告状兼過年度納付書が送付され
たものです。
○コンビニエンスストア従業員の確認が
不十分であったことによります。

4名 ― 0

○コンビニエンスストアの従業員がＢ
様にお詫びの上説明し、了承を得ま
した。また、誤って交付した現金及び
領収済通知書を回収しました。
○コンビニエンスストアの従業員がＡ
様にお詫びの上説明し、了承を得ま
した。
○コンビニエンスストア本部からの事
故報告に基づき、年金事務所にＡ様
が納付された３名分の国民年金保険
料の納付記録等の補正を指示しまし
た。

○コンビニエンスストア本部より、全
加盟店へ料金収納時の正しい受付
方法・注意点等について注意喚起を
行った旨の報告書の提出がありまし
た。

外
部

23
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事故
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87

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

神奈川 横浜南
1990年
8月30日

2011年
4月22日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、老齢年金の
裁定時における配偶者加給年金の加
算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。 1名

未払
い

49,099

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類を機構本部に進
達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に支払
されていることを確認しました。

○お客様相談室において、配偶者状
態の登録の際には、配偶者様の年
金受給記録を確認するよう周知・徹
底しました。

内
部

88

老齢厚生
年金請求
時における
障害者特
例請求書
の受理漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

福岡 八幡
2011年
1月19日

2011年
6月1日

○お客様より、老齢厚生年金請求時に
障害者特例請求の説明がなかったため
障害者特例請求ができなかったとのお
問合せがあり、確認したところ、老齢厚
生年金請求時における障害者特例請
求書の受理漏れが判明しました。

○お客様が老齢厚生年金の請求の際
に、持参された身体障害者手帳を確認
の上、障害者特例請求の説明を行い、
障害者特例請求書の提出を求めるべき
ところ、説明を漏らし誤って繰上げ請求
書を受理してしまいました。
○担当者が身体障害者手帳の記載内
容の確認が不十分で、障害者特例請求
に該当しないと誤った判断を行ったこと
によります。

1名 その他 1,352,239

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上説明し、過払い分について
は、未払い分と相殺することで了承
を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類一式を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様相談室
長がお客様に再度お詫びの上、年
金が振込されていることを確認し、了
承を得ました。

○お客様相談室において、老齢厚生
年金裁定請求書受付の際に、お客
様に障害者特例請求の説明及び確
認を行うよう周知・徹底しました。

外
部

89

年金受給
選択申出
書に係る
受理時の
確認漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

滋賀 大津
2010年

10月22日
2011年
6月24日

○お客様より、支払いされた年金額が
少ないとのお問合せが街角の年金相談
センターにあり、確認したところ、年金受
給選択申出書に係る受理時の確認漏
れが判明しました。

○お客様より老齢厚生年金裁定請求書
及び年金受給選択申出書を受付した際
に、お客様から６０歳までは共済組合か
ら遺族年金を受給し、６０歳以降は老齢
厚生年金を受給する旨確認したにもか
かわらず、年金受給選択申出書の備考
欄に誤って支払年金額の多い方の年金
を選択する旨のゴム印を押印したことに
よります。
○街角の年金相談センターの担当者
が、年金受給選択申出書を受理する際
に、申出書の内容の確認が不十分で
あったことによります。

1名
未払
い

237,368

○街角の年金相談センターの担当
者がお客様にお詫びの上説明し、了
承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されていることを確認しまし
た。

○街角の年金相談センターにおい
て、年金受給選択申出書に「年金額
が多い方を選択」のゴム印は、事前
に押印しないこと及びお客様の意思
を十分確認した上で、届書を作成す
るよう周知・徹底しました。
○お客様相談室において、今回の事
象を職員に周知し、注意喚起を行い
ました。

外
部

90

年金受給
選択申出
書の処理
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

神奈川 鶴見
2010年
8月9日

2011年
7月7日

○お客様より、企業年金連合会から返
納の通知が届いたとのお問合せがあ
り、確認したところ、年金受給選択申出
書の処理誤りが判明しました。

○機構本部から送付された年金受給選
択申出書の提出についてお客様より相
談があった際に、企業年金連合会から
年金を受給しているとのお申出があっ
たにもかかわらず、老齢年金と障害年
金の年金額のみを比較し受理したこと
によります。
○担当者がお客様からお申出のあった
企業年金連合会から支給する独自給
付についての確認が不十分であったこ
とによります。

1名 その他 3,541,439

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、担当者が
お客様に再度お詫びの上、協議結
果を説明し、了承を得たため返納方
法申出書を受理しました。
○機構本部に訂正処理依頼書等関
係書類を進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様の年金
が調整されていることを確認しまし
た。

○お客様相談室において、厚生年金
基金受給者のお客様から年金受給
選択申出書の提出があった場合は、
受付時に独自給付部分の受給の有
無を確認するよう周知・徹底しまし
た。

外
部

24
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91

年金受給
選択申出
書の受理
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島
事務

センター
2010年

11月28日
2011年
7月15日

○年金事務所より、お客様から年金額
が少ないので確認してほしいとのお問
合せがあったとの連絡があり、確認した
ところ、年金受給選択申出書の受理漏
れが判明しました。

○障害年金受給者であるお客様より特
別支給の老齢厚生年金裁定請求書、
障害者特例請求書及び年金受給選択
申出書を受理した際に、本来、年金受
給選択申出書を特別支給の老齢厚生
年金受給権発生時のものと障害者特例
請求書提出時のものを受理すべきとこ
ろ、誤って特別支給の老齢厚生年金受
給権発生時のもののみ受理したことに
よります。
○担当者が障害者特例の適用が提出
月の翌月分からであるものを、特別支
給の老齢厚生年金の受給権発生日の
翌月からと誤認していたことによるもの
です。

1名
未払
い

182,816

○年金事務所の担当者がお客様に
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。お客様より年金受給選択申出書
を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書等関係書類
を進達しました。
○訂正処理が完了し、年金事務所
の担当者が、お客様に再度お詫び
の上、支払時期をお伝えし、了承を
得ました。

○年金給付グループにおいて、障害
者特例請求書の取扱いについて説
明し、年金受給の選択時期を慎重に
確認の上、お客様に年金受給選択
申出書の提出を求めるよう周知しま
した。
○また、事務処理誤り事案について
説明し、勉強会を開催することとしま
した。 外

部

92

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

福島
東北
福島

1993年
6月20日

2011年
8月3日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、老齢年金の
裁定時における配偶者加給年金の加
算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定時に、配偶者
様の年金受給状況の確認を漏らしたこ
とにより配偶者状態表示のコードの入
力を誤っていたことによるものです。

1名
未払
い

221,075

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類を機構本部に進
達しました。
○訂正処理が完了し、支払時期を確
認しました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時における配偶者様の
年金受給記録を確認するよう周知・
徹底しました。

内
部

93

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

千葉 佐原
2001年
6月21日

2011年
9月16日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、配偶者加給
年金の加算漏れが判明しました。

○老齢年金を審査する際、配偶者様の
記録確認を誤り、本来、配偶者加給年
金を加算すると入力し裁定すべきとこ
ろ、誤って加算しないと入力し裁定した
ことによります。
○審査入力時の確認不足及び決裁時
にも誤りに気が付かなかったものです。

1名
未払
い

862,570

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上説明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類を機構本部に進
達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されていることを確認しまし
た。

○お客様相談室において、加給年金
の対象者記録を確認するよう周知・
徹底しました。
○また、事務センターに今回の事象
を情報提供し、配偶者状態を慎重に
確認するよう注意喚起しました。 内

部

94

障害基礎
年金に係
る子の加
算漏れに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 堺東
2011年
3月16日

2011年
11月7日

○区役所で受付した障害給付加算額・
加給年金加算開始事由該当届を審査
したところ、お客様の障害基礎年金裁
定時に子の加算を漏らしていたことが
判明しました。

○裁定請求書に加算対象者の記載が
なかったため、加算しなかったもので
す。
○区役所で障害基礎年金裁定請求書
受付時に加算対象者の確認を怠ったこ
とによるものです。

2名
未払
い

378,335

○区役所の担当者がお客様にお詫
びの上、説明しました。年金事務所
の担当者からも改めてお客様にお詫
びの上、説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、機構本部
に訂正処理依頼書等関係書類を進
達し、訂正処理が完了したことを確
認しました。
○区役所の担当者が、お客様に支
払時期をお伝えし、了承を得ました。

○区役所に対し、今後はすべての裁
定請求書について加算対象者の有
無の確認の徹底を依頼しました。
○お客様相談室において、事務処理
誤りを発生させないよう受付時の再
確認を指示しました。

内
部

25



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

95

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 札幌東
2001年

10月18日
2011年
9月22日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、老齢年金の
裁定時における配偶者加給年金の加
算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。 1名

未払
い

22,125

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、機構本部
に訂正処理依頼書等関係書類を進
達し、訂正処理が完了したことを確
認しました。

○お客様相談室において、年金請求
時における配偶者様の年金受給状
況を確認するよう周知・徹底しまし
た。

内
部

96

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島 川内
1995年

10月19日
2011年
11月9日

○お客様より、配偶者様の死亡に伴う
遺族年金の手続きの際に、受給者原簿
を確認したところ、振替加算の加算誤り
が判明しました。

○お客様の老齢年金の裁定時に、誤っ
た配偶者状態表示のコードを入力した
ことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。

1名
過払
い

1,050,868

○副所長及びお客様相談室長がお
客様にお詫びの上、説明しました。
また、返納についても了承を得たた
め、返納方法申出書を受理しまし
た。
○機構本部に返納方法申出書等関
係書類を進達しました。

○お客様相談室において、相談時に
は、記録を慎重に確認するよう周知・
徹底しました。

内
部

97

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 横須賀
1991年
11月

2011年
10月28日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、老齢年金裁
定時における配偶者加給年金の加算
漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。

1名
未払
い

150,300

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。お客様より生計維持
確認申立書を受理しました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類を機構本部に進
達しました。
○訂正処理が完了し、支払時期を確
認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書の受付及び相談時には、配
偶者様の年金受給状況の確認の徹
底を周知しました。
○また、事務センターへ今回の事象
を情報提供し、注意喚起を行いまし
た。

内
部

98

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

栃木 栃木
1992年
4月30日

2011年
12月5日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、配偶者加給
年金の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。

1名
未払
い

916,392

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より老
齢厚生年金加給年金額加算開始事
由該当届等を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されたことを確認しました。

○お客様相談室において、今回の事
象を職員に説明し、裁定請求書受付
時に配偶者様の年金受給状況を確
認するよう周知・徹底しました。

内
部

26



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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99

障害基礎
年金に係
る現況届
の差止め
解除処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

奈良
事務

センター
2011年

10月11日
2011年
12月7日

○お客様より、障害基礎年金に係る定
時届の診断書の提出があり、障害認定
の審査の結果、非該当となり支給停止
に係る報告書作成のため、受給者原簿
を確認したところ、障害基礎年金に係る
現況届の差止め解除処理誤りが判明し
ました。

○お客様より定時届の診断書が提出期
限より遅れて提出された場合、本来、診
断書による認定結果を確認の上、差止
め解除、又は、支給停止の進達処理す
べきところ、誤って先に差止め解除処理
を行ったことによります。
○担当者の処理状況の確認が不十分
であったことによるものです。

1名
過払
い

65,742

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。過払い分につ
いても、返納告知書により返納する
ことで、了承を得ました。
○機構本部に連絡の上、額改定報
告書（支給停止）を進達しました。
○機構本部よりお客様あてに返納告
知書が送付されたことを確認しまし
た。

○年金給付グループにおいて、障害
基礎年金に係る定時届の所得状況
届及び診断書の提出遅延の場合の
取扱いについて再度確認し、お客様
に診断書の認定結果により事務処
理を行うことを説明するよう周知しま
した。
○また、定時届の診断書・現況届処
理について勉強会を行い周知しまし
た。

内
部

100

配偶者加
給年金の
加算誤りに
ついて 確

認
・
決
定
誤
り

岐阜 大垣
1988年

頃
2011年
12月8日

○お客様より、遺族年金の相談を受け
た際、受給者原簿を確認したところ、配
偶者加給年金の加算誤りが判明しまし
た。

○老齢年金を審査する際、配偶者様の
記録確認を誤り、本来、配偶者状態表
示のコードを加給年金を加算しないと入
力すべきところ、誤って加算すると入力
したことによります。
○審査入力時の確認不足によります。

1名
過払
い

1,139,050

○担当者がご家族にお詫びの上説
明し、了承を得ました。また、返納方
法申出書を受理しました。
○機構本部に返納方法申出書等関
係書類を進達しました。
○お客様の年金で調整されているこ
とを確認しました。

○お客様相談室において、裁定請求
書受付時の配偶者様の年金記録等
を確認するよう周知・徹底しました。

内
部

101

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 川越
1997年
1月20日

2011年
7月8日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、配偶者加給
年金の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。

1名
未払
い

191,675

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上説明し、了承を得ました。お
客様より加給年金の請求に関する申
立書及び収入要件申立書を受理し
ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様相談室
長がお客様に再度お詫びの上、支
払済であることを確認し、了承を得ま
した。

○お客様相談室において、裁定請求
書受付時の配偶者様の年金記録等
を確認するよう周知・徹底しました。

内
部

102

老齢基礎・
老齢厚生
年金の裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

長崎 佐世保
1996年
9月19日

2011年
10月20日

○事務センターより、お客様の配偶者
様の厚生年金老齢年金裁定請求書の
返戻があり、確認したところ、お客様の
老齢基礎・老齢厚生年金の裁定誤りが
判明しました。

○お客様より国民年金第３号被保険者
特例届及び老齢基礎・老齢厚生年金裁
定請求書の提出があり、本来、第３号
被保険者特例届の入力処理を行い、そ
の後に老齢基礎・老齢厚生年金の裁定
を行うべきところ、誤って老齢基礎・老
齢厚生年金を裁定後第３号被保険者特
例届の入力処理をしたことによります。
○担当者の第３号被保険者特例届の
処理状況の確認が不十分であったこと
によります。

1名
過払
い

60,900

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より年
金額仮計算書及び返納方法申出書
を受理しました。
○機構本部に訂正処理依頼書を進
達しました。
○訂正処理が完了し、お客様の年金
で調整されていることを確認しまし
た。

○お客様相談室において、裁定請求
書を受付する際に、お客様及び配偶
者様の年金記録の確認の徹底及び
第３号被保険者特例届等年金記録
の補正が必要なものについては、裁
定請求書に補正ありの旨を記載し、
事務センターに連絡するよう周知し
ました。 内

部

27



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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103

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

岐阜 大垣
2010年
7月1日

2011年
12月12日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、配偶者加給
年金の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。 1名

未払
い

298,099

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類を機構本部に進
達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、今回の事
象を職員に周知し、入力チエック時
には配偶者様の年金記録の確認を
十分確認するよう注意喚起しました。

内
部

104

配偶者加
給年金の
未払いに
ついて 確

認
・
決
定
誤
り

香川 善通寺
1987年
4月20日

2011年
12月26日

○記録突合センターより、紙台帳とコン
ピューター記録の突合せの際に、お客
様の配偶者加給年金について再確認
の依頼があり、確認したところ、配偶者
加給年金の未払いが判明しました。

○配偶者様の老齢年金を裁定した際、
誤って厚生年金老齢・障害年金加給年
金額支給停止事由該当届（旧）の受付・
処理を行ったため、支給すべき配偶者
加給年金が支給停止となりました。
○受付、審査入力時の確認不足により
ます。 1名

未払
い

5,550,480

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類を機構本部に進
達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、今回の事
象を職員に説明し、裁定請求書受付
時の配偶者様の年金記録等を確認
するよう周知・徹底しました。

内
部

105

遺族厚生
年金に係
る戦時加
算の加算
誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

山口 宇部
1989年
3月23日

2012年
2月6日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、遺族厚生年
金に係る戦時加算の加算誤りが判明し
ました。

○遺族厚生年金裁定の際に、戦時加算
の月数を、本来、６月と入力すべきとこ
ろ、誤って０．６月と入力したことにより
ます。
○決裁時においても誤りに気付かな
かったことによるものです。

1名
未払
い

220,000

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より年
金額仮計算書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払いされたことを確認しました。

○お客様相談室において、戦時加算
制度と被保険者記録画面の種別表
示による加算月数及び年金見込み
額における戦時加算月数について、
研修を実施しました。
○また、受給者の記録を窓口で点検
する際は、受給者原簿と被保険者記
録の月数を確認の上、マーカー等で
チェックを行い十分気を付けるように
周知しました。

内
部

106

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

富山 魚津
2003年
3月27日

2012年
2月1日

○事務センターより、お客様の老齢基
礎年金に振替加算が誤って加算されて
いるのではないかとの連絡があり、確
認したところ、振替加算の加算誤りが判
明しました。

○お客様の老齢基礎年金裁定の際に、
本来、振替加算が加算されないにもか
かわらず、誤って振替加算を加算すると
入力したことによります。
○担当者の確認不足及び決裁におい
ても誤りに気付かなかったことによりま
す。

1名
過払
い

858,416

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より年
金額仮計算書及び返納方法申出書
を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを確認し、
返納方法申出書及び再裁定関係書
類を機構本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、機構本部から
お客様あてに返納金納付書が送付
されることを説明しました。

○お客様相談室において、今回の事
象を職員に周知し、相談時には年金
記録及び年金受給状況の確認を慎
重に行い、お客様対応するよう周知
しました。
○また、事務センターに今回の事象
を情報提供し、注意喚起を行いまし
た。 内

部

28



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

107

子の加給
年金額対
象者の登
録漏れに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

香川
事務

センター
2011年
9月29日

2012年
2月15日

○お客様より、子の加給年金額につい
てお問合せがあり、確認したところ、子
の加給年金額対象者の登録漏れが判
明しました。

○老齢年金を審査する際、添付書類の
確認が不足したことより、子の加給年金
額対象者の登録を漏らしたことによりま
す。
○裁定請求書審査時の確認不足及び
決裁においても気付かなかったもので
す。 1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いについて確認
の上、訂正処理依頼書等関係書類
を機構本部に進達しました。
○お客様の子の加給年金額対象者
の登録処理が完了したとことを確認
しました。

○年金給付グループにおいて、加給
年金額対象者の審査確認を慎重に
行うよう周知・徹底しました。

外
部

108

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島
鹿児島

北
1995年
4月27日

2012年
2月15日

○他年金事務所より、お客様の老齢基
礎年金に誤って振替加算が加算されて
いるのではないかとの連絡があり、確
認したところ、振替加算の加算誤りが判
明しました。

○お客様の老齢基礎・老齢厚生年金裁
定の際に、配偶者状態表示のコードを
誤って入力したため、老齢基礎年金に
振替加算が誤って加算されたもので
す。
○配偶者様の年金受給状況の確認が
不十分であったことによります。

1名
過払
い

1,047,350

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得たため、年金額仮計
算書及び返納方法申出書の提出を
依頼しました。
○お客様から年金額仮計算書及び
返納方法申出書を受理し、機構本部
に再裁定報告書とともに進達しまし
た。
○機構本部で再裁定処理が完了し
たことを確認しました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時におけるお客様の年
金記録及び配偶者様の年金受給状
況を確認するよう周知・徹底しまし
た。

内
部

109

振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 大宮
1995年
3月2日

2011年
11月16日

○お客様より、死亡された配偶者様の
未支給年金の請求の際に、配偶者様の
受給者原簿等を確認したところ、老齢基
礎年金に振替加算の加算漏れが判明
しました。

○配偶者様の老齢年金裁定の際に、担
当者がお客様は新法による共済組合の
退職共済年金受給者であったにもかか
わらず、旧法の退職年金受給者と誤認
したため、誤った配偶者状態表示の
コードを入力し裁定したことによります。
○配偶者様の老齢年金裁定時及び決
裁時において、お客様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによりま
す。

1名
未払
い

3,488,400

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されたことを確認しました。

○お客様相談室において、加給年金
と振替加算の取扱いについて説明
し、相談時に受給者原簿により加給
年金の開始及び振替加算の開始等
正しい処理が行われているか確認す
るよう周知しました。

内
部

110

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

愛知 一宮
2008年
2月8日

2012年
2月24日

○お客様の配偶者様より、老齢基礎年
金請求の相談があり、お客様の受給者
原簿を確認したところ、配偶者加給年金
の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金を審査する際、既
に定額部分支給開始年齢に達していた
にもかかわらず、生計維持関係の確認
を漏らしたことによります。
○裁定請求書審査時の確認不足により
ます。

1名
未払
い

2,931,401

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より生
計維持関係申立書を受理しました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類を機構本部に進
達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、裁定請求
書受付時の配偶者加給年金対象者
に漏れが無いよう書類の確認の徹
底を周知しました。

内
部

29



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
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111

加給年金
の支給停
止処理漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

本部 支払部
2009年
3月9日

2012年
11月13日

○年金事務所より、年金相談に来訪さ
れたお客様に支給停止されるべき加給
年金が支給されているとの連絡があり、
確認したところ、再裁定後における加給
年金額の支給停止処理漏れが判明し
ました。

○加給年金の対象者である配偶者様
が老齢満了の退職共済年金を受給して
いるため、加給年金額加算開始処理と
同時に加給年金額支給停止を処理す
べきところ担当者が処理を漏らしたもの
です。
○書類審査時の確認が不十分であった
ことによります。

1名
過払
い

1,779,100

○年金事務所の担当者がお客様に
お詫びの上説明し、機構本部より文
書を送付することで了承を得ました。
○お客様にお詫びの文書と返納方
法申出書を送付したところ、返納方
法申出書が提出されました。
○担当者が処理を行い、過払い額
が年金で調整されていることを確認
しました。

再裁定第２グループにおいて、再裁
定による年金額への影響の確認を
慎重に行い併給関係や加給年金額
の支給の有無について確認を徹底
するよう周知しました。

内
部

112

振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島 加治木
1996年
1月4日

2012年
2月29日

○事務センターより、未支給年金請求
書に記載されている死亡された配偶者
様について、老齢基礎年金に振替加算
が漏れているとの連絡があり、確認した
ところ、振替加算の加算漏れが判明し
ました。

○未支給年金請求者であるお客様から
老齢年金裁定請求書を受付した際に、
死亡された配偶者様の老齢基礎年金
額加算開始事由該当届の提出を求め
なかったことによります。
○担当者の確認不足及び決裁におい
ても気付かなかったことによるもので
す。

1名
未払
い

3,484,049

○担当者が未支給年金請求中に死
亡されたお客様のご家族にお詫びの
上説明し、了承を得ました。ご家族よ
り未支給年金請求書等関係届書を
受理しました。
○機構本部に取扱いを協議し、時効
を適用せず遡及して支払するとの回
答があり、訂正処理依頼書等関係書
類一式を機構本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がご家
族に再度お詫びの上、未支給年金
が支払されていることを確認し、了承
を得ました。

○お客様相談室において、裁定請求
書等受付時には、お客様及び配偶
者様の年金記録及び年金受給状況
を慎重に確認し、必要な届書につい
ては受付漏れのないように周知・徹
底しました。

内
部

113

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

福岡 南福岡
1996年
8月26日

2012年
3月5日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、配偶者加給
年金の加算漏れが判明しました。

○老齢年金を審査する際、配偶者様の
記録確認を誤り、本来、配偶者状態の
表示を変更し加給年金の加算を開始す
べきところ、その処理を怠ったことにより
ます。
○審査入力時の確認不足によります。

1名
未払
い

216,100

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されていることが判明しまし
た。

○お客様相談室において、年金請求
の相談や届書の受理に際しては配
偶者様の状況の確認を徹底するよう
周知しました。

内
部

114

厚生年金
通算老齢
年金に係
る受給権
発生年月
日の裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

栃木 栃木
1994年
5月19日

2012年
3月12日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、お客様の厚
生年金通算老齢年金に係る受給権発
生年月日を誤って裁定していることが判
明しました。

○共済組合の退職年金が昭和４５年１
２月に受給権が発生しているお客様の
厚生年金通算老齢年金裁定請求書審
査の際に、本来、他制度満了年月欄に
昭和４５年１２月と記載すべきところ、
誤って昭和６０年１０月と記載し裁定し
たことによります。
○担当者による受給権発生年月日の
確認が不十分であったことによるもので
す。

1名
未払
い

21,100

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○ブロック本部に取扱いを確認し、
訂正処理依頼書等関係書類を機構
本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時における受給権発生
年月日の取扱いについて再確認し、
お客様の対応時には慎重に確認の
上、説明するように周知・徹底しまし
た。

内
部

30



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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115

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

東京 板橋
2003年

12月18日
2012年
1月27日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、配偶者加給
年金の加算漏れが判明しました。
○また、加算漏れにより老齢年金と障
害年金との選択においても、受給額の
低い年金を選択することとなっていまし
た。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。 1名

未払
い

305,015

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、配偶
者加給年金の加算及び年金受給に
係る選択処理について訂正処理可
能との回答があり、訂正処理依頼書
等関係書類を機構本部に進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、年金が支払さ
れたことを確認し、了承を得ました。

○お客様相談室において、今回の事
象を職員に周知し、裁定請求書受付
時の配偶者様の年金記録等を確認
するよう周知・徹底しました。

内
部

116

振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

大阪 天王寺
2003年
9月19日

2012年
3月19日

○他年金事務所より、お客様の老齢基
礎年金に振替加算が加算されていない
のではないかとの連絡があり、確認した
ところ、振替加算の加算漏れが判明し
ました。

○お客様の配偶者様から老齢年金裁
定請求書の提出があった際に、ご夫妻
の生計維持関係を確認していたにもか
かわらず、お客様の老齢基礎年金額加
算開始事由該当届の提出を求めていな
かったことによります。
○受付時におけるお客様の年金受給
状況及び配偶者様の年金記録の確認
が不十分であったことによります。

1名
未払
い

1,480,625

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より老
齢基礎年金額加算開始事由該当届
を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、老齢
基礎年金額加算開始事由該当届及
び訂正処理依頼書等関係書類を機
構本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されたことを確認しました。

○お客様相談室において、裁定請求
書等受付時には、お客様及び配偶
者様の年金記録及び年金受給状況
を慎重に確認し、必要な届書につい
ては受付漏れのないように周知・徹
底しました。
○また、老齢年金裁定請求書の審
査について、複数名による確認を行
うこととしました。

内
部

117

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

山梨 竜王
1989年
8月1日

2012年
4月6日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、配偶者加給
年金の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。 1名

未払
い

78,307

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、年金請求
の相談や届書の受理に際しては配
偶者様の状況の確認を徹底するよう
周知しました。

内
部

118

障害厚生
年金裁定
請求書に
係る預金
通帳の口
座番号の
確認誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

島根 松江
2011年
9月29日

2012年
3月15日

○お客様のお母様より、障害厚生年金
が振込されていないとのお問合せがあ
り、確認したところ、障害厚生年金裁定
請求書に係る預金通帳の口座番号の
確認誤りが判明しました。
○また、その後お客様より年金受給権
者支払機関変更届を提出していただき
ましたが、事務センターに回付したた
め、入力締切日以降の入力処理とな
り、支払遅延が発生しました。

○お客様より障害厚生年金裁定請求書
を受付した際に、年金振込の可能な口
座番号の確認を怠ったものです。
○また、お客様より年金受給権者支払
機関変更届を受付した際に、処理スケ
ジュールの確認を漏らし届書を事務セ
ンターに回付したことによります。

1名
未払
い

1,681,059

○担当者がお客様のお母様にお詫
びの上経過を説明し、了承を得まし
た。
○お客様から受理した年金受給権
者支払機関変更届を処理しました。
○担当者がお客様のお母様に再度
お詫びの上、支払時期をお伝えし、
了承を得ました。

○お客様相談室において、裁定請求
書受付時における年金振込可能口
座番号の確認の徹底を周知しまし
た。
○また、年金受給権者支払機関変
更届等については、受付時に処理ス
ケジュールを確認の上、緊急処理す
べき届書については、受付担当者が
届書に「至急」と赤ペンにより記載の
上付箋を貼り、点検担当者が誤って
事務センターに回付しないよう明示
することとしました。

外
部

31



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

119

遺族厚生
年金に係
る戦時加
算の加算
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 留萌
1996年
5月16日

2012年
4月19日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、遺族厚生年
金に係る戦時加算の加算漏れが判明し
ました。

○遺族厚生年金裁定の際に、戦時加算
の月数の入力を漏らしたことによりま
す。
○決裁時においても、誤りに気付かな
かったことによるものです。

1名
未払
い

2,023,750

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、事務処理
にあたっては処理結果リストの複数
名による確認及び決裁時の確認を
徹底するよう周知しました。
○また、事務センターに今回の事象
を情報提供し、注意喚起を行いまし
た。

内
部

120

障害基礎
年金に係
る支給停
止事由の
処理誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

高知
事務

センター
2012年
1月20日

2012年
4月25日

○ブロック本部より、審査請求に係る意
見書の報告依頼があり、確認したとこ
ろ、障害基礎年金に係る支給停止事由
を誤って処理していることが判明しまし
た。

○障害基礎年金の障害状態確認届の
認定の結果、本来、障害認定審査医員
が国民年金障害認定書に３級該当と記
載し、事務センター担当者が国年短期
額改定報告書（支給停止）に停止事由
コードを記載するべきところ、国民年金
障害認定書の国年令別表に非該当と
のみ記載されていたため、誤って停止
事由コードを障害不該当と記入し機構
本部に報告したことによります。
○障害認定審査医員による国民年金
障害認定書への詳細内容の記載漏れ
及び事務センター担当者の障害認定審
査医員に認定結果の確認を怠ったこと
によるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様及び代理人様に
お詫びの上説明し、了承を得まし
た。
○機構本部に支給停止の解除及び
額改定報告書（支給停止）を進達し、
訂正後の年金決定通知書・支給額
変更通知書の回付を受けました。
○担当者がお客様及び代理人様に
再度お詫びの上、通知書の差替えと
誤通知による審査請求の取下書及
び正しい理由による審査請求書を受
理しました。
○審査請求書等を厚生支局の社会
保険審査官あてに送付しました。

○年金給付グループにおいて、障害
状態確認届の認定については、事
前に診断書の内容を十分確認し、認
定結果に疑義が生じた場合は、障害
認定審査医員に認定結果の詳細を
確認することとしました。
○また、認定結果が等級変更となる
事案については、慎重に取り扱うよう
注意喚起しました。 内

部

121

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

愛知 鶴舞
2003年
9月25日

2012年
5月8日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、配偶者加給
年金の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。 1名

未払
い

883,665

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、年金請求
の相談や届書の受理に際しては配
偶者様の状況の確認を徹底するよう
周知しました。

内
部

122

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

北海道 苫小牧
1998年
5月14日

2012年
5月7日

○記録突合センターより、紙台帳とコン
ピューター記録の突合せにより記録整
備の依頼があり、確認したところ、配偶
者加給年金の加算漏れが判明しまし
た。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。

1名
未払
い

88,541

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、裁定請求
書受付時の加給金対象者の確認を
徹底するよう周知しました。

内
部

32



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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判明
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123

基礎年金
番号整理
のお知ら
せの記載
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

本部
記録

管理部
2012年
1月17日

2012年
9月28日

○事務センターより、年金額が増額する
にもかかわらず再裁定されていないと
の照会があり、確認したところ、基礎年
金番号整理のお知らせの記載漏れが
判明しました。

○お客様あてに基礎年金番号を整理し
た旨のお知らせを送付した際に、担当
者が年金額の影響の判定を誤り、年金
額が増額する旨の記載を漏らし送付し
たものです。
○基礎年金番号を整理する際における
年金額の影響の確認が不十分であった
ことによります。 1名

未払
い

64,467

○年金額が増額する旨のお詫びの
文書をお客様あてに送付しました。
○担当部に再裁定を依頼し、年金の
支払いを確認しました。
○お客様からお問合せはありません
が、お問合せがあった場合は引き続
き対応していくこととしました。

○記録業務第１グループにおいて、
基礎年金番号整理のお知らせ作成
時には年金額の影響の確認を徹底
するよう周知しました。

内
部

124

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

静岡 三島
1996年

10月31日
2012年
3月28日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、配偶者加給
年金の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定の際に、本
来、配偶者加給年金を加算すると入力
すべきところ、誤って加算しないと入力
したことによります。
○担当者が配偶者様の年金受給状況
の確認が不十分であったことによるもの
です。 1名

未払
い

274,150

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、年金請求
の相談や届書の受理に際しては配
偶者様の状況の確認を徹底するよう
周知しました。

内
部

125

老齢基礎
年金に係
る国民年
金保険料
納付記録
の算入漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

大阪
事務

センター
2005年
2月4日

2012年
5月28日

○お客様の年金記録統合による年金額
変更の処理の際に、お客様の老齢基礎
年金に国民年金保険料納付記録の算
入漏れが判明しました。

○お客様は６５歳まで国民年金に任意
加入し、口座振替により保険料納付をさ
れており、６５歳直前の1ヵ月が年金額
に反映されていませんでした。
○６５歳裁定請求書（ハガキ）処理時に
おいて、本来、納付いただいた月数をす
べて反映のうえ、年金裁定をすべきとこ
ろ、口座振替情報が収録される前に裁
定を行ったことによります。

1名
未払
い

14,600

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、今回
の事象を職員に説明し、注意喚起を
行いました。

内
部

126

国民年金
第３号被保
険者特例
届出期間
に係る老
齢基礎年
金の裁定
漏れ及び
振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川
事務

センター
2010年
1月14日

2012年
1月17日

○年金事務所より、配偶者様の死亡手
続きに来所されたお客様の老齢基礎年
金が裁定されていないとの連絡があり、
確認したところ、国民年金第３号被保険
者特例届出期間に係る老齢基礎年金
の裁定漏れ及び振替加算の加算漏れ
が判明しました。

○お客様の老齢基礎・老齢厚生年金の
裁定の際に、厚生年金期間と国民年金
期間は７６歳時に提出された国民年金
第３号被保険者特例届出期間のみであ
り、本来、老齢厚生年金裁定後６５歳時
の老齢基礎年金が裁定されないため、
年金訂正報告書を機構本部に進達す
べきところ、これを怠っていたことにより
ます。
○担当者が年金訂正報告書の作成指
示を受けていたにもかかわらず失念し
たこと及び決裁時においても確認を漏
らしたことによります。

1名
未払
い

1,758,000

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、年金
訂正報告書及び訂正処理依頼書等
関係書類を機構本部に進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、処理
に関する指示事項については、年金
裁定請求書に記載の上、処理状況
の確認をするよう周知・徹底しまし
た。

内
部

33
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件名
事故
等の
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127

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

奈良
事務

センター
2002年

10月31日
2012年
6月19日

○機構本部より、進達した再裁定関係
書類の内容について照会があり、確認
したところ、振替加算の加算誤りが判明
しました。

○お客様の老齢基礎年金裁定請求書
の審査の際に、配偶者様の特別支給の
老齢厚生年金について定額部分の支
給開始年齢に到達していないにもかか
わらず、配偶者状態表示のコードを振
替加算が加算されると記載を誤り、入
力し裁定されたことによります。
○入力後の審査及び決裁においても誤
りに気付かなかったことによります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。また、過払い
分については、時効により返納金が
発生しないことを説明し、了承を得ま
した。
○機構本部に取扱いを確認し、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了したことを確認し
ました。

○年金給付グループにおいて、今回
の事象を職員に説明し、配偶者状態
の審査について勉強会を行い周知・
徹底しました。
○また、老齢年金裁定請求書の内
容審査について、年金請求者と配偶
者様の資格記録及び年金受給状況
の確認の徹底を周知しました。

内
部

128

遺族厚生
年金に係
る戦時加
算の加算
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

佐賀
事務

センター
2010年
2月25日

2012年
7月2日

○年金事務所より、お客様の遺族厚生
年金に戦時加算が漏れているのではな
いかとの連絡があり、確認したところ、
遺族厚生年金に係る戦時加算の加算
が漏れていることが判明しました。

○遺族厚生年金裁定の際に、担当者が
配偶者様の年金記録には戦時加算の
記録があったにもかかわらず、誤って戦
時加算の登録を漏らしたことによりま
す。
○入力後のチェック及び決裁において
も気付かなかったことによるものです。

1名
未払
い

21,405

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様から年
金額仮計算書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達し、訂正処理が完了した
ことを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○年金給付グループにおいて、戦時
加算の取扱いについて再度説明し、
遺族厚生年金裁定請求書に係る審
査及び決裁を慎重に行うよう周知し
ました。

内
部

129

老齢厚生
年金に係
る受給権
発生年月
日の裁定
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川
事務

センター
2012年
1月12日

2012年
6月21日

○年金事務所より、共済組合からお客
様の老齢年金の受給権発生年月日に
ついてお問合せがあったとの連絡があ
り、確認したところ、老齢厚生年金に係
る受給権発生年月日を誤って裁定して
いることが判明しました。

○昭和６１年３月以前に共済組合期間
と厚生年金期間が重複しており、本来、
共済組合期間を月の初日として登録す
べきところ、誤って２日として登録したた
め厚生年金期間と重複して計算され、
受給権発生年月日が本来より１ヵ月早く
裁定されたものです。
○担当者の確認が不十分であったこと
及び決裁においても誤りに気付かな
かったことによります。

1名
過払
い

13,033

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。過払い分につ
いては、今後支払される年金で調整
することで、了承を得ました。また、
担当者が共済組合に経過説明をし
ました。
○機構本部に取扱いを確認し、再裁
定関係書類を機構本部に進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、お客様の年金
で調整されていることを確認しまし
た。

○年金給付グループにおいて、年金
裁定時における厚生年金期間と共
済組合期間が重複している場合の
取扱いについて再度説明し、審査確
認を慎重に行うよう周知・徹底しまし
た。

外
部

130

障害年金
裁定請求
書の受付
年月日の
裁定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

本部
障害
年金

業務部

1996年
8月29日

2012年
6月29日

○事後重症請求から認定日請求に処
分変更となったお客様の親族より、当初
請求の受付年月日での裁定にいつ変
更してもらえるのかとのお問合せがあ
り、確認したところ、障害年金裁定請求
書の受付年月日を誤って裁定している
ことが判明しました。

○平成２２年の額改定請求時に提出さ
れた診断書から、認定日での裁定が可
能であったと判断され、新法から旧法へ
の裁定替えを行いましたが、管理者が
受付年月日を平成８年４月と指示すべ
きところ、平成２２年９月として指示した
ため、誤って処理したことによります。
○決裁においても受付年月日の補正の
指示誤りに気付かなかったものです。

1名
未払
い

6,547,024

○担当者が訂正処理を行い、お客
様あてにお詫びの文書及び再裁定
後の年金証書を送付しました。
○再裁定による差額をお支払いしま
した。
○お客様から再裁定前の年金証書
が返送されました。
○お客様からお問合せはありません
が、今後お問合せがあった場合は、
引き続き対応していくこととしました。

○障害年金第２グループにおいて、
裁定請求書の審査の際は、提出書
類等の確認を十分に行うよう周知し
ました。

外
部

34



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

131

遺族厚生
年金に係
る戦時加
算の加算
漏れにつ
いて 確

認
・
決
定
誤
り

鹿児島
鹿児島

北
2000年

11月16日
2012年
7月20日

○記録突合センターより、お客様の遺
族厚生年金と死亡した配偶者様の年金
記録について照会があり、確認したとこ
ろ、遺族厚生年金に係る戦時加算の加
算漏れが判明しました。

○遺族厚生年金裁定の際に、担当者が
お客様の配偶者様の年金記録には戦
時加算の記録があったにもかかわら
ず、誤って戦時加算の登録を漏らしたこ
とによります。
○入力後のチェックにおいても確認が
不十分であったことによるものです。

1名
未払
い

1,056,984

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様から年
金額仮計算書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達し、訂正処理が完了した
ことを確認しました。
○担当者がお客様に再度お詫びの
上、支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○お客様相談室において、年金裁定
請求書受付時における年金記録の
確認を慎重に行い、戦時加算の確
認漏れがないよう周知・徹底しまし
た。

内
部

132

障害状態
確認届に
係る診断
書コードの
入力誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

広島 三次
2007年
9月11日

2012年
8月8日

○事務センターより、障害状態確認届
の審査の際に、前回届出時の診断書に
ついて確認依頼があり、確認したとこ
ろ、障害状態確認届に係る診断書コー
ドの入力誤りが判明しました。

○お客様は精神障がいと肢体障がいの
併合による障害基礎年金を受給されて
おり、前回障害状態確認届の審査の際
に、精神障がいは５年有期、肢体障が
いは永久固定と認定されたにもかかわ
らず、入力帳票を逆に記載し入力した
ため、本来、精神障がいの診断書を送
付すべきところ、誤って肢体障がいの診
断書を送付したことによります。

1名 ― 0

○担当者がお客様のお母様へお詫
びの上説明し、了承を得ました。ま
た、精神障がい用の診断書の提出を
お願いし、受理しました。
○事務センターにおいて、訂正入力
等障害状態確認届の処理が完了し
たことを確認しました。

○お客様相談室において、入力帳票
作成時及び届書等入力結果の確認
を慎重に行うよう周知・徹底しまし
た。
○事務センターに今回の事象を情報
提供し、障害状態確認届の処理手
順の見直しを行い、認定調書から入
力帳票へ記入の上、入力後に障が
い認定担当者が確認していることを
確認しました。

内
部

133

障害基礎・
障害厚生
年金の重
複裁定に
ついて 確

認
・
決
定
誤
り

本部
障害
年金

業務部

2012年
10月18日

2012年
10月30日

○社会保険審査官より、審査請求の
あったお客様の裁定が重複していると
の連絡があり、確認したところ、障害基
礎・障害厚生年金の重複裁定が判明し
ました。

○お客様から、同じ傷病の請求書が二
部提出された際に、担当者が誤って重
複裁定したものです。
○裁定入力前のチェックにおいても裁
定原簿の確認を怠り入力したことにより
ます。

1名 その他 550,838

○担当者が裁定取消処理を行い、
お客様あてに裁定取消通知及びお
詫びの文書を送付しました。
○お客様よりお問合せがあり担当者
がお詫びの上説明し、過払いの年金
については新規に裁定し支払を保留
している年金から内払調整すること
で了承を得ました。
○担当者が社会保険審査官に経過
を説明し、了承を得ました。
○お客様から裁定取消した年金証
書が返送されました。

○障害年金第２グループにおいて、
担当者及び決裁者による入力前の
裁定原簿及び裁定予定画面のチェッ
クを徹底することとしました。

外
部

134

障害基礎
年金に係
る子の加
算漏れに
ついて 確

認
・
決
定
誤
り

埼玉 春日部
2002年
6月13日

2011年
4月15日

○お客様より、障害基礎年金の子の加
算についてのお問合せがあり、確認し
たところ、障害基礎年金裁定時に子の
加算を漏らしていたことが判明しまし
た。

○障害基礎年金の裁定請求書には、加
算額の対象者に子の記載があり、必要
な添付書類があったにもかかわらず、
生計維持証明欄が未記入だったため、
加算額対象者を見落していたことにより
ます。
○審査及び入力時における確認不足に
よります。

1名
未払
い

1,126,125

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より生
計維持申立書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払されたことを確認しました。

○お客様相談室において、今回の事
象を職員に説明し、入力処理を行う
際には書類を慎重に確認するよう周
知しました。

外
部

35
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番号
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事故
等の
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135

老齢基礎・
老齢厚生
年金の裁
定誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

鹿児島
鹿児島

北
1997年
3月4日

2011年
6月7日

○事務センターよりお客様の死亡した
配偶者様の通算老齢年金裁定請求書
関係書類が機構本部から返戻されたと
の連絡があり、確認したところ、老齢基
礎・老齢厚生年金の裁定誤りが判明し
ました。

○配偶者様の老齢基礎・老齢厚生年金
裁定の際に、生年月日の情報だけで新
法該当者と判断し、共済組合の旧法該
当者であることに気付かなかったことに
よります。
○審査及び決裁時における年金加入
期間確認通知書の確認不足によるもの
です。

1名
未払
い

8,322,927

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上説明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、事務セン
ターより通算老齢年金裁定請求書関
係書類を機構本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様相談室
長がお客様に再度お詫びの上、支
払時期をお伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、老齢年金
裁定請求書を受付する際に、年金加
入期間確認通知書を慎重に確認し、
新法又は旧法のいずれが該当する
か確認するよう周知しました。
○事務センターに今回の事象を情報
提供し、注意喚起を行いました。 内

部

136

老齢基礎
年金支給
繰上げ請
求書の受
理誤りにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

鳥取 米子
2011年
1月4日

2011年
6月21日

○お客様より、雇用保険の失業給付受
給終了に伴う年金見込額のお問合せが
あり、確認したところ、老齢基礎年金支
給繰上げ請求書の受理誤りが判明しま
した。

○本来、雇用保険の失業給付を受給さ
れるお客様の場合、老齢基礎年金の繰
上げ請求は、失業給付の受給に関係な
く、６５歳までの間いつでも請求ができ
る旨説明し、請求意思の確認をすべき
ところ、年金請求時の繰上げ請求によ
る年金見込額の説明に終始したため、
誤ってお客様より老齢基礎年金支給繰
上げ請求書を受理したことによります。
○お客様への繰上げ請求についての
説明不足により、お客様の繰上げ請求
に係る意思確認が不十分であったこと
によります。

1名
過払
い

230,174

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、機構
本部に訂正処理依頼書等関係書類
を進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、雇用保険
の失業給付を受給されるお客様から
老齢基礎年金の繰上げ請求につい
て相談があった場合は、制度内容及
び比較対象になる時期の年金見込
額を利用して説明するよう周知しまし
た。

外
部

137

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について 確

認
・
決
定
誤
り

大阪
事務

センター
2004年
1月28日

2011年
8月24日

○担当者が街角の年金相談センターで
受付した届書を確認していたところ、配
偶者加給年金の加算漏れが判明しまし
た。

○お客様の老齢年金裁定請求書を受
理した際に、老齢厚生年金加給年金額
加算開始事由該当届の提出を求めて
いなかったことによります。
○受付担当者及び審査者の配偶者状
態表示のコードに関する認識不足によ
るものです。 1名

未払
い

1,984,705

○街角の年金相談センターの担当
者がお客様にお詫びの上説明し、了
承を得ました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答により、機構
本部に関係書類を進達し、訂正処理
が完了したことを確認しました。
○街角の年金相談センターの担当
者がお客様に再度お詫びの上、支
払時期をお伝えし、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、今回
の事象を職員に説明し、年金裁定請
求書受付時におけるお客様の年金
記録及び配偶者様の年金受給状況
を確認するよう周知・徹底しました。

内
部

138

遅延特別
加算金の
未払いに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

宮崎 宮崎
2009年
7月27日

2011年
2月9日

○機構本部より、時効特例給付支払手
続用紙の返戻があり、確認したところ、
死亡した配偶者様の老齢年金に係る遅
延特別加算金の未払いが判明しまし
た。

○死亡した配偶者様の老齢年金につい
て、誤って新法により裁定していたもの
を旧法に訂正した際に、新たに判明し
た２ヵ月の厚生年金期間の再裁定を同
時に行ったにもかかわらず、受付年月
日を旧法受付年月日に訂正を行わな
かったことによります。
○担当者の認識不足によるものです。 1名

未払
い

4,697

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを確認の上、
訂正処理依頼書等関係書類を機構
本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が支払いされたことを確認しました。

○お客様相談室において、今回の事
象を職員に説明し、再裁定時におけ
る受付年月日を慎重に確認するよう
周知しました。

内
部

36
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番号
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139

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 越谷
1990年
4月19日

2011年
10月21日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、配偶者加給
年金の加算漏れが判明しました。

○お客様の老齢年金裁定時に、配偶者
様の年金受給状況の確認を漏らしたこ
とにより配偶者状態表示のコードの入
力を誤ったことによるものです。

1名
未払
い

893,783

○担当者がお客様にお詫びの上、
説明しました。
○機構本部に取扱いを協議し、時効
を適用せず加給年金を支払するとの
回答があり、訂正処理依頼書等関係
書類を機構本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、審査にお
いては内容を十分に確認し、再
チェックを行うよう周知・徹底しまし
た。

内
部

140

子の加給
年金の加
算漏れに
ついて 確

認
・
決
定
誤
り

愛知 半田
2004年
5月11日

2010年
5月25日

○機構本部より、再裁定関係書類の返
戻があり、確認したところ、子の加給年
金の加算漏れ及び処理遅延が判明しま
した。

○老齢年金を審査する際、お客様の戸
籍謄本に子の記載がなかったため、加
給年金の対象者はないものと誤った裁
定をしていました。また、後日、子の加
算に必要な関係書類を提出していただ
いていましたが、処理が遅延していまし
た。
○裁定請求書受付時の確認不足及び
認識不足による処理漏れによります。

1名
未払
い

1,634,000

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類を機構本部に進
達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、今回の事
象を職員に説明し、裁定請求書受付
時の加給年金対象者を確認するよう
周知・徹底しました。

内
部

141

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

岩手 宮古
1989年
6月15日

2010年
9月27日

○機構本部より、お客様の老齢基礎年
金に振替加算が誤って加算されている
のではないかとの連絡があり、確認した
ところ、振替加算の加算誤りが判明しま
した。

○お客様の老齢基礎年金裁定の際に、
配偶者状態表示のコードを誤って入力
したことによります。
○担当者の確認不足及び決裁におい
ても気付かなかったことによります。

1名
過払
い

1,149,883

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より返
納方法申出書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類一式を機構
本部に進達しました。
○訂正処理が完了したことを確認し
ました。

○お客様相談室において、加給年金
と振替加算の取扱いについて説明
し、相談時に受給者原簿により加給
年金の開始及び振替加算の開始等
正しい処理が行われているか確認す
るよう周知しました。 内

部

142

老齢基礎
年金の繰
下げ請求
に係る裁
定誤りにつ
いて 確

認
・
決
定
誤
り

福岡 大牟田
2011年
2月3日

2012年
2月10日

○機構本部より、遺族年金発生による
老齢基礎年金の裁定内容について照
会があり、確認したところ、老齢基礎年
金の繰下げ請求に係る裁定誤りが判明
しました。

○お客様の場合、平成１４年改正前の
繰下げ請求要件に該当するため、本
来、６５歳での裁定とすべきところ、誤っ
て遺族年金請求時に繰下げ申出書を
受付し裁定したことによります。
○平成１４年改正の取扱いの経過措置
についての認識不足によるものです。

1名
未払
い

185,110

○お客様に連絡が取れないため、お
客様あてに、お詫びと経過を記載し
た文書を送付しました。
○機構本部に取扱いを確認し、訂正
処理依頼書等関係書類を進達しまし
た。
○訂正処理が完了し、お客様に年金
が振込まれたことを、確認しました。
お客様からお問合せはありません
が、お問合せがあった場合、引き続
き対応することとしました。

○お客様相談室において、老齢基礎
年金の繰下げ請求に係る平成１４年
改正の取扱いの経過措置について
周知し、窓口対応時における注意喚
起を行いました。

内
部

37



整理
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件名
事故
等の
区分
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143

振替加算
の加算誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 横須賀
1991年
8月頃

2012年
5月7日

○事務センターより、お客様の老齢基
礎年金に振替加算が誤って加算されて
いるのではないかとの連絡があり、確
認したところ、振替加算の加算誤りが判
明しました。

○お客様の老齢基礎年金裁定の際に、
配偶者様が共済組合期間のみで受給
要件を満たしていると誤認したことによ
り、配偶者状態表示のコードを振替加
算が加算すると誤って入力したことによ
ります。
○決裁においても誤りに気付かなかっ
たことによります。

1名
過払
い

1,077,956

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より返
納方法申出書を受理しました。
○機構本部に返納方法申出書及び
訂正処理依頼書等関係書類を進達
しました。
○訂正処理が完了したことを確認し
ました。

○お客様相談室において、共済組合
の受給要件と振替加算の取扱いに
ついて再確認し、相談時に受給者原
簿により振替加算の開始等正しい処
理が行われているか確認するよう周
知しました。

内
部

144

振替加算
の加算漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

香川 高松西
1991年
5月18日

2012年
4月17日

○お客様より、配偶者様の死亡に伴う
遺族厚生年金裁定請求を受付した際
に、お客様の受給者原簿を確認したと
ころ、振替加算の加算漏れが判明しま
した。

○配偶者様は６０歳以降も厚生年金に
加入され６５歳時に老齢年金受給手続
きをされましたが、その際既に厚生年金
期間が２４０月を超えていたため、本
来、配偶者様の老齢年金裁定後に、お
客様の配偶者状態表示のコードの整備
依頼を旧社会保険業務センターに依頼
すべきところ、これを失念していたことに
よります。
○また、決裁においても誤りに気付か
なかったことによります。

1名
未払
い

4,620,428

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、時効
を適用せず遡及して支払するとの回
答があり、訂正処理依頼書等関係書
類を機構本部に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、相談時に
受給者原簿により加給年金の開始
及び振替加算の開始等正しい処理
が行われているか確認するよう周知
しました。

内
部

145

配偶者加
給年金の
加算漏れ
について

確
認
・
決
定
誤
り

静岡 掛川
2006年
6月1日

2012年
6月25日

○お客様が配偶者様死亡による手続き
に来所の際に、お客様の受給者原簿を
確認したところ、配偶者加給年金の加
算漏れが判明しました。

○お客様より老齢年金裁定請求書を受
付する際に、特別支給の老齢厚生年金
の定額部分支給開始年齢に達していた
にもかかわらず、生計維持申立書の提
出を求めていなかったことによります。
○担当者のお客様の年金記録の確認
が不十分であったことによります。 1名

未払
い

2,374,033

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より生
計維持申立書を受理しました。
○ブロック本部に取扱いを協議し、
訂正処理可能との回答があり、訂正
処理依頼書等関係書類を機構本部
に進達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、裁定請求
書受付時の加給年金対象者に漏れ
が無いよう提出書類を確認するよう
周知・徹底しました。

内
部

146

年金受給
選択申出
書の処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

千葉 松戸
2011年
2月9日

2011年
6月10日

○お客様より、障害厚生年金を選択す
る旨連絡したが、老齢厚生年金の支払
の案内が送付されたとのお問合せがあ
り、確認したところ、年金受給選択申出
書の処理誤りが判明しました。

○お客様より提出のあった年金受給選
択申出書について、障害厚生年金を選
択する旨連絡があり、本来、お客様に
年金受給選択申出書を返戻し、記載内
容の訂正を求めるべきところ、担当者が
年金受給選択申出書を作成し、その際
に障害厚生年金を選択する旨記載せ
ず、誤って支払年金額の多い方を選択
する旨を記載したことによります。 1名 その他 2,597,018

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より年
金受給選択申出書を受理しました。
また、過払い分は未払い分で調整す
ることで、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
が妥当との回答があり、訂正処理依
頼書等関係書類を機構本部に進達
しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、調整された年
金の支払時期をお伝えし、了承を得
ました。

○お客様相談室において、年金受給
選択申出書の取扱いについて再度
周知し、訂正箇所についてはお客様
に訂正を求め、職員が自ら訂正しな
いように、法令順守について指導徹
底しました。

外
部

38
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147

年金受給
選択申出
書の未処
理につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

本部
障害
年金

業務部

2012年
1月20日

2012年
10月2日

○年金事務所より、支払いが長期間保
留されていることについて照会があり、
確認したところ、障害厚生年金新規裁
定時の年金受給選択申出書が未処理
であることが判明しました。

○お客様の障害厚生年金は当初不支
給決定されていましたが、審査請求に
より処分変更となったため、不支給決定
された裁定請求書により新規裁定を行
いました。その際、不支給決定時に年
金受給選択申出書に貼付した処理不
要の付箋を剥がし漏らしたため、裁定
請求書に添付されていた年金受給選択
申出書の処理を漏らしたものです。

1名
未払
い

954,593

○担当者が処理を行い、お詫びの文
書をお客様あてに送付しました。
○未払いとなっていた年金をお支払
いしました。
○お客様からお問合せはありません
が、お問合せがあった場合は引き続
き対応していくこととしました。

○障害年金第２グループにおいて、
処分変更時には付箋も含めてチェッ
クすることを徹底し、不支給決裁時
には年金受給選択申出書等に処理
不要の付箋を貼付しないこととしまし
た。 内

部

148

障害者特
例請求書
の未処理
について 未

処
理
・
処
理
遅
延

滋賀
事務

センター
2011年
1月6日

2011年
5月20日

○担当者が未処理書類の再確認を
行ったところ、お客様の障害者特例請
求書の未処理が判明しました。

○機構本部から内容不備のため返戻
のあった障害者特例請求書に添付する
診断書について、お客様より医療機関
で整備の上提出されましたが、再整備
の必要がありお客様に速やかに返戻す
べきところ、返戻していなかったことによ
ります。 1名

未払
い

593,813

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様に診
断書の整備を再度医療機関で受け
ていただくように依頼しました。
○お客様より提出していただいた診
断書及び障害者特例請求書を機構
本部に進達しました。
○処理が完了し、担当者がお客様に
再度お詫びの上、支払時期をお伝え
し、了承を得ました。

○年金給付グループにおいて、返戻
届書の受付及び事務処理は速やか
に行うよう周知・徹底しました。
○また、受付簿による進捗管理の徹
底を指示しました。

内
部

149

障害厚生
年金裁定
請求書の
回付漏れ
について

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 杉並
2011年
6月20日

2011年
7月11日

○お客様より、障害基礎年金と同時に
請求のあった障害厚生年金裁定請求
書の処理状況についてお問合せがあ
り、確認したところ、障害厚生年金裁定
請求書の回付漏れが判明しました。

○お客様から障害厚生年金裁定請求
書を受付し、事務センターに回付しまし
たが、書類不備により返戻となり、お客
様あてに整備依頼のため返戻しまし
た。その後、お客様から再提出されまし
たが、同時に受付し医療機関あて照会
中であった障害基礎年金裁定請求書の
回答書類として誤って保管したことによ
ります。
○担当者が障害厚生年金のお客様照
会の回答文書を障害基礎年金の回答
文書として誤認し保管していたことによ
ります。また、障害厚生年金裁定請求
書の進捗管理が不十分であったことに
よります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、早急に事務処理を進めること
で了承を得ました。
○障害厚生年金裁定請求書を事務
センターに回付し、機構本部に進達
されたことを確認しました。機構本部
で、不支給決定となったことを確認し
ました。
○また、同時に受付しました障害基
礎年金が裁定され、お客様に支払さ
れたことを確認しました。

○お客様相談室において、処理が遅
延している裁定請求書等の再チェッ
クを行いました。また、返戻中請求書
等の進捗管理を確実に行うよう周
知・徹底しました。

外
部

150

年金受給
選択申出
書の未処
理につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

本部
障害
年金

業務部

2009年
7月7日

2012年
8月31日

○事務センターより、支払いが長期間
保留されていることについて照会があ
り、確認したところ、障害厚生年金新規
裁定時の年金受給選択申出書が未処
理であることが判明しました。

○年金裁定請求書受付時に、年金受給
選択申出書が添付されている場合は、
年金裁定後に年金受給選択申出書を
引抜き、担当グループに回付しますが、
年金裁定請求書に綴られたまま回付し
なかったものです。
○回付時における件数の確認が不十
分であったことによります。

1名 ― 0

○担当グループにおいて年金受給
選択申出書の処理を行い、お客様あ
てにお詫びの文書を送付しました。
○お客様からお問合せはありません
が、お問合せがあった場合は引き続
き対応していくこととしました。

○障害年金第２グループにおいて、
回付時に年金裁定請求書と各種届
書の件数が一致していることを確認
するよう周知しました。

内
部

39
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151

障害等級
の改定漏
れについ
て 未

処
理
・
処
理
遅
延

本部
障害
年金

業務部

2010年
7月22日

2012年
9月7日

○他グループより、障害厚生年金新規
裁定時の認定表に改定する旨の記載
があったにもかかわらず改定されてい
ないとの連絡があり、確認したところ、
障害等級の改定漏れが判明しました。

○障害認定後、新規裁定時の認定表に
改定する旨の記載がある場合には、障
害等級改定データを作成し担当グルー
プへ回付することになっていますが、担
当者が障害等級改定データの作成を漏
らし回付しなかったものです。
○担当者が認定結果を見落としたこと
によります。

1名
未払
い

2,628,492

○担当者が処理を行い、お客様あて
にお詫びの文書を送付しました。
○未払いとなっていた年金をお支払
いしました。
○お客様からお問合せはありません
が、お問合せがあった場合は引き続
き対応していくこととしました。

○障害年金第２グループにおいて、
裁定時の認定表の確認を徹底する
ことを周知しました。

内
部

152

現況届・所
得状況届
の処理漏
れについ
て 未

処
理
・
処
理
遅
延

東京 世田谷
2011年
10月頃

2011年
10月24日

○Ａ様より、障害基礎年金の支払時期
についてお問合せがあり、確認したとこ
ろ、障害基礎年金に係る現況届・所得
状況届の処理漏れが判明しました。
○また、同様事象について確認したとこ
ろ、他にＢ様Ｃ様２名のお客様の現況
届・所得状況届の処理漏れが判明しま
した。

○区役所から３名のお客様の障害基礎
年金に係る現況届・所得状況届の提出
があり、本来、受付担当者から処理票
作成担当者を経由し、入力担当者に回
付すべきところ、処理票作成担当者が
現況届・所得状況届の回付を怠ったた
め、入力締切日までに入力処理が行わ
れなかったことによります。
○各担当者による進捗管理不足により
ます。

3名
未払
い

2,802,538

○処理スケジュールにより支払時期
を確認の上、３名のお客様の現況届
の入力処理を行いました。
○担当者がＡ様にお詫びの上説明
し、支払時期をお伝えし、了承を得ま
した。
○担当者がＢ様Ｃ様にお詫びの上説
明し、支払時期をお伝えし、了承を
得ました。
○３名のお客様に、年金が支払され
たことを確認しました。

○お客様相談室において、受付書類
の進捗管理を徹底し、入力締切日前
における入力担当者と受付担当者と
の連絡を取り、受付書類の処理漏れ
がないよう相互チェックを行うよう周
囲・徹底しました。
○また、お客様相談室長による進捗
管理を徹底することとしました。 外

部

153

国民年金
第３号被保
険者特例
届に係る
再裁定処
理漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

長崎 長崎北
1995年
4月25日

2012年
1月23日

○記録突合センターより、お客様の老
齢基礎年金について、再裁定手続き漏
れと思われる事案であるとの連絡があ
り、確認したところ、国民年金第３号被
保険者特例届に係る再裁定処理漏れ
が判明しました。

○お客様より第３号被保険者特例届の
提出があり、入力処理後機構本部に再
裁定報告書を進達すべきところ、処理
が漏れていたことによります。
○担当者の認識不足によるものです。

1名
未払
い

242,957

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。
○機構本部に取扱いを協議し、訂正
処理可能との回答があり、訂正処理
依頼書等関係書類を機構本部に進
達しました。
○訂正処理が完了し、担当者がお客
様に再度お詫びの上、支払時期をお
伝えし、了承を得ました。

○お客様相談室において、今回の事
象を職員に説明し、年金受給者に係
る第３号被保険者特例届の提出時
における事務処理について再確認
し、再裁定の進達漏れのないよう周
知・徹底しました。

内
部

154

障害状態
確認届に
係る額改
定報告書
の進達漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 八王子
2007年
8月30日

2012年
6月20日

○担当者が障害状態確認届の処理に
あたり前回認定時の診断書を確認した
ところ、障害等級が２級から１級に、認
定期間が５年から２年に変更されてい
たにもかかわらず、額改定報告書の進
達が漏れていたことが判明しました。

○本来、等級変更に伴い額改定報告書
を旧社会保険業務センターに進達すべ
きところ、担当者が失念していたことに
よります。

1名
未払
い

988,736

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、了承を得ました。お客様より診
断書を受理しました。
○診断書の認定結果を受けて、機構
本部に額改定報告書を進達しまし
た。
○処理が完了し、担当者がお客様に
再度お詫びの上、支払時期をお伝え
し、了承を得ました。

○お客様相談室において、診断書認
定結果の管理について周知・徹底し
ました。
○また、連名簿へ審査結果等を確実
に転記の上進捗管理を行い、額改
定報告書の進達を要する場合は複
数名で処理後のチェックを行うよう改
めました。

内
部

40
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155

障害厚生
年金裁定
請求書の
未処理に
ついて 未

処
理
・
処
理
遅
延

本部
障害
年金

業務部
2007年頃

2011年
8月10日

○年金事務所より、障害厚生年金裁定
請求書の進捗状況について照会があ
り、確認したところ、４件の障害厚生年
金裁定請求書が未処理であることが判
明しました。

○旧社会保険事務所から進達された障
害厚生年金裁定請求書は旧社会保険
業務センターで請求書を審査し裁定す
べきところ、進捗管理が正しく行われて
いなかったことにより、裁定処理が行わ
れていなかったことによります。

4名
未払
い

1,724,500

○担当者が１名の支給決定処理を
行い、お詫びの文書と決定通知書を
お客様に送付しました。未払いの年
金が支払われたことを確認しました。
○担当者が３名の不支給決定処理
を行い、お詫びの文書と決定通知書
をお客様に送付しました。
○お客様からお問合せはありません
が、お問合せがあった場合は引き続
き対応していくこととしました。

○担当グループにおいて、届書の受
付後の進捗管理を徹底するよう担当
者に指示しました。
○また、処理が完結していない裁定
請求書等については、定期的に処理
状況を確認することを徹底しました。

内
部

156

年金受給
選択申出
書の処理
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

本部
業務

渉外部
2009年
4月6日

2012年
10月3日

○共済組合より、支給停止すべき障害
基礎年金が誤って支払われているとの
お問合せがあり、確認したところ、年金
受給選択申出書の処理漏れが判明し
ました。

○お客様は退職共済年金を選択する
旨の年金受給選択申出書を共済組合
連合会に提出され、旧社会保険業務セ
ンターに進達されましたが、当時の担当
部署の担当者が確認及び処理を漏らし
たものです。
○受付時の確認が不十分であったこと
によります。

1名
過払
い

3,492,427

○現在の担当者がお客様にお詫び
の上説明し、過払金については停止
解除予定の障害基礎年金より内払
調整することで了承を得ました。
○担当者が処理を行い、過払い額
が年金で調整されていることを確認
しました。

○渉外グループにおいて、今回の事
象を説明し、同様事案が発生しない
よう属人的ではなく組織的に仕事を
するよう周知しました。

外
部

157

障害状態
確認届に
係る認定
期間の入
力誤りにつ
いて

入
力
誤
り

東京 練馬
2009年
7月15日

2012年
7月18日

○担当者が障害状態確認届の処理に
あたり前回認定時の診断書を確認した
ところ、障害状態確認届に係る認定期
間の入力誤りが判明しました。

○お客様の障害状態確認届の認定結
果に基づき、本来、認定期間について５
年と入力すべきところ、誤って３年と入
力したことによります。その結果、提出
の必要のない障害状態確認届の提出
案内をしてしまい、それを受けたお客様
が提出することとなってしまいました。
○担当者の確認が不十分であったこと
及び決裁においても誤りに気付かな
かったことによります。

1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、障害状態確認届の次回提出
時期について訂正することで了承を
得ました。また、今回の届書につい
ては、不要となるため返送させてい
ただきたい旨を説明したところ、了承
を得ました。
○障害状態確認届に係る認定期間
の訂正処理を行い、お客様あてに障
害状態確認届を返送しました。

○お客様相談室において、障害状態
確認届の処理手順について再確認
し、前回認定結果の確認の徹底を周
知しました。
○また、入力結果のチェックを複数
名で慎重に行うよう周知しました。

内
部

158

金融機関
支店コード
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

本部 支払部
2012年
7月13日

2012年
7月30日

○振込不能補正リストが出力され担当
者が未支給請求書を確認したところ、金
融機関支店コードの入力誤りが判明し
ました。

○委託業者が未支給請求書を入力す
る際に、金融機関の支店コードを誤って
入力したため未支給年金が振込不能と
なったものです。
○入力後の確認においても誤りに気付
かなかったことによります。

1名
未払
い

53,283

○担当者がお客様にお詫びの上説
明し、再振込を行うことで了承を得ま
した。
○担当者が訂正処理を行い、振込
が完了したことを確認しました。

○支払第１グループ長が委託業者
に今回の事象を説明し、再発防止を
依頼したところ、委託業者より顛末書
の提出がありました。

内
部

41
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159

障害厚生
年金新規
裁定時の
金融機関
口座番号
の入力誤
りについて

入
力
誤
り

本部
障害
年金

業務部

2012年
7月5日

2012年
10月4日

○他グループより、お客様の年金支払
が振込不能になっているとの連絡があ
り、確認したところ、障害厚生年金新規
裁定時の金融機関口座番号の入力誤
りが判明しました。

○委託業者が入力の際、口座番号を
誤って入力したものです。
○入力時及びその後の確認において
誤りに気がつかなかったことによりま
す。

1名
未払
い

761,649

○担当者が訂正処理を行い、お客
様あてにお詫びの文書を送付しまし
た。また、お客様より了承したとの連
絡がありました。
○再振込み処理がされたことを確認
しました。

○障害年金第２グループ長が委託
業者に今回の事象を説明し、再発防
止の要請を行ったところ、口座番号
の入力後の桁数についての確認を
徹底する旨の再発防止策の提出が
ありました。 内

部

160

特別障害
給付金に
係る額改
定通知書
の作成誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

島根
事務

センター
2012年
6月11日

2012年
6月13日

○お客様より、特別障害給付金に係る
支払についてお問合せがあり、受給者
台帳を確認したところ、額改定通知書の
作成誤りが判明しました。

○特別障害給付金額改定通知書の支
払調整額欄に、物価スライド後の平成２
４年度の支払調整額を記載すべきとこ
ろ、誤って平成２３年度の支払調整額が
記載されたものです。
○額改定通知書作成後の支払調整額
の確認を怠ったことによるものです。

13名 ― 0

○担当者が５名のお客様にお詫び
の上説明し、了承を得ました。
○連絡のつかなかった８名のお客様
あてに、お詫びの文書と正しい額改
定通知書を送付しました。
○文書送付後、３名のお客様からお
問合せがあり、担当者がお詫びの上
説明し、了承を得ました。
○その後、お客様からお問合せはあ
りませんが、お問合せがあった場合
は引き続き対応することとしました。

○年金給付グループにおいて、額改
定通知書等の作成に当たり、全項目
の確認の徹底を周知しました。
○また、通知書発行時の決裁につい
て、通知書の全項目の確認を担当
者及び決裁者が行うこととしました。

外
部

161

老齢厚生
年金受給
権者支給
停止事由
該当届提
出勧奨状
の記載誤
りについて

通
知
書
等
の
作
成
誤
り

本部 支払部
2012年
7月20日

2012年
8月3日

○年金事務所より、Ａ様から老齢厚生
年金受給権者支給停止事由該当届提
出勧奨状にＢ様の基礎年金番号・年金
コード及び氏名が記載されているとのお
問合せがあったとの連絡があり、確認し
たところ、老齢厚生年金受給権者支給
停止事由該当届提出勧奨状の記載誤
りが判明しました。

○Ａ様あての老齢厚生年金受給権者支
給停止事由該当届提出勧奨状を作成
する際に、担当者が誤ってＢ様の基礎
年金番号・年金コード、氏名及び住所等
を記載し送付したものです。
○勧奨状発送の確認時に、ダブル
チェックを行っていなかったことによりま
す。

2名 ― 0

○年金事務所の担当者がＡ様にお
詫びの上説明しましたがご納得いた
だけず、機構本部から経過を説明し
た文書を送付することとしました。
○Ａ様にお詫びの文書を送付したと
ころ、誤って送付した老齢厚生年金
受給権者支給停止事由該当届提出
勧奨状が返送されました。
○Ｂ様にお詫びの文書を送付しまし
た。
○お客様からお問合せはありません
が、お問合せがあった場合は引き続
き対応していくこととしました。

○支払第５グループにおいて、書類
の郵送にあたっては、封書の宛名と
同封する書類の記載内容との突き
合わせを、担当者と決裁者のそれぞ
れが確認することを徹底することとし
ました。

外
部

162

厚生年金
通算老齢
年金に係
る請求勧
奨誤りにつ
いて 説

明
誤
り

滋賀
事務

センター
2011年
5月16日

2011年
7月5日

○機構本部より、厚生年金通算老齢年
金裁定請求書の返戻があり、確認した
ところ、受給要件を満たしていないにも
かかわらず説明を誤り裁定請求書の提
出を求めていることが判明しました。

○新たに厚生年金期間が判明しました
が、受給要件を満たしていないにもか
かわらず、通算老齢年金の裁定請求書
を提出していただくように誤って説明し
たことによります。
○担当者が合算対象期間の認識を
誤っていたことによります。 1名 ― 0

○担当者がお客様にお詫びの上、
厚生年金通算老齢年金裁定請求書
はお返しし、改めて脱退手当金請求
書の請求手続きの説明を行い、了承
を得ました。脱退手当金請求書を受
理しました。
○お客様に脱退手当金をお支払しま
した。

○年金給付グループにおいて、お客
様から提出された年金裁定請求書
等の審査時におけるダブルチェック
の徹底を周知しました。

内
部

42
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163

障害基礎
年金に係
る納付要
件の説明
誤りについ
て

説
明
誤
り

長野 松本
2011年
6月16日

2011年
7月25日

○事務センターより、受理した障害基礎
年金裁定請求書について、納付要件を
満たしていない旨の連絡があり、確認し
たところ、障害基礎年金に係る納付要
件の説明誤りが判明しました。

○お客様の代理人様より障害基礎年金
の請求について相談があった際に、納
付要件について確認し、本来、合算対
象期間については被保険者期間から除
くべきところ、被保険者期間及び保険料
納付済期間の双方に合算対象期間を
誤って算入し、説明したことによります。
○また、障害基礎年金裁定請求書受付
の際にも、納付要件の確認を誤ったこと
によります。

1名 ― 0

○担当者が代理人様、お客様及び
お客様のお母様にお詫びの上説明
し、了承を得ました。また、障害基礎
年金が不支給になることも説明し、
了承を得ました。
○事務センターにおいて、不支給決
定したことを確認しました。

○お客様相談室において、年金請求
時における合算対象期間の取扱い
について再確認し、障害基礎年金の
受給要件の確認を慎重に行うよう周
知しました。
○また、障害年金の納付要件と確認
シートの使用について研修を行い、
周知・徹底しました。

内
部

164

障害年金
受給権者
の診断書
提出に係
る説明誤り
について

説
明
誤
り

長崎 長崎南
2011年

12月13日
2012年
2月9日

○お客様より、障害年金の診断書の提
出があり、確認したところ、診断書提出
に係る説明誤りが判明しました。

○お客様より診断書提出時期の相談が
あった際に、受給者原簿の確認不足に
より、老齢年金の選択により障害年金
が全額支給停止となっていたにもかか
わらず、誤って診断書を交付し提出を
求めたことによります。 1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上、説明しました。また、診断書
作成にかかった費用については、年
金事務所からはお支払できない事を
説明したところ、了承を得ました。

○お客様相談室において、年金の選
択制度を説明し、相談対応時に、受
給者原簿の選択欄、停止事由及び
年金額歴史回答票の支給額の有無
を慎重に確認するよう周知・徹底しま
した。 外

部

165

年金見込
額の試算
誤りについ
て

説
明
誤
り

埼玉 熊谷
2011年
8月30日

2012年
4月10日

○お客様の配偶者様より、交付を受け
た年金見込額回答票と支給額変更通
知書の内容が相違しているとのお問合
せがあり、確認したところ、年金見込額
の試算を誤っていることが判明しまし
た。

○担当者が年金見込額試算を行った際
に、お客様に標準賞与の見込額を確認
の上、年金見込額試算を行うべきとこ
ろ、これを怠り標準賞与の見込額の入
力を漏らしたことによります。

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様の配偶
者様にお詫びの上説明し、お詫びと
経過を記載した文書を送付すること
としました。
○お客様に、お詫びと経過を記載し
た文書及び正しい年金見込額回答
票を送付しました。
○お客様相談室長がお客様の配偶
者様に再度お詫びの上、説明しまし
たが了承は得られず、今後、お客様
の報酬、賞与額に変更があり相談が
必要な場合は、お客様相談室長が
対応する旨を説明し、了承を得まし
た。

○お客様相談室において、年金見込
額試算の際は、お客様の年金記録
の確認及び標準賞与の見込額を確
認の上算入し、年金見込額試算を行
うよう周知・徹底しました。

外
部

166

配偶者加
給年金に
係る年金
見込額の
試算誤りに
ついて

説
明
誤
り

神奈川 平塚
2012年
5月15日

2012年
7月12日

○お客様より、説明を受けた年金見込
額回答票と年金額の通知内容が相違し
ているとのお問合せがあり、確認したと
ころ、配偶者加給年金に係る年金見込
額の試算誤りが判明しました。

○年金見込額試算の際に、配偶者様が
厚生年金の中高齢の特例の該当によ
り、配偶者加給年金が支給停止となる
にもかかわらず配偶者加給年金が加算
されるとして年金見込額を試算し、説明
していたことによります。
○担当者が配偶者様の年金記録の確
認を漏らしたことによります。

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上説明しましたが、了承を得ら
れませんでした。
○所長がお客様に再度お詫びの上
説明したところ、了承を得ました。

○お客様相談室において、年金見込
額試算の際は、お客様及び配偶者
様の年金記録の確認を十分行い、
配偶者加給年金の支給の有無につ
いて慎重に確認説明するよう周知・
徹底しました。 外

部

43
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167

年金見込
額回答票
に係る試
算誤りにつ
いて

説
明
誤
り

京都 下京
2008年
2月9日

2012年
8月3日

○お客様より、配偶者様が６５歳到達時
に、老齢厚生年金から障害厚生年金に
年金受給の選択替えをした方が有利と
の説明を受けているとのお申出があり、
確認したところ、年金見込額回答票に
係る試算誤りが判明しました。

○年金見込額試算の際に、配偶者様が
６５歳に到達したことにより、本来、配偶
者加給年金を加算せずに老齢厚生年
金及び障害厚生年金の年金額を試算
すべきところ、誤って障害厚生年金に配
偶者加給年金を加算したまま年金見込
額を試算したことによります。
○また、その後の説明の際にも確認を
漏らし、誤りに気付かなかったことによ
ります。

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上説明しましたが、了承を得ら
れず、お詫びと経過を記載した文書
を送付することとしました。
○お客様あてにお詫びと経過を記載
した文書を送付しました。
○その後、お客様からお問合せはあ
りませんが、お問合せがあった場合
は、引き続き対応することとしまし
た。

○お客様相談室において、年金見込
額試算の際は、お客様及び配偶者
様の年金記録を確認の上、年金見
込額回答票の内容確認を慎重に行
うよう周知・徹底しました。

外
部

168

振替加算
に係る説
明誤りにつ
いて

説
明
誤
り

大阪 平野
2007年
7月3日

2012年
5月23日

○お客様が振替加算の手続きで来所さ
れ、持参された年金見込額回答票及び
ご夫妻の受給者原簿を確認したところ、
振替加算に係る説明誤りが判明しまし
た。
○また、お客様より振替加算に係る説
明誤りがなければ、繰上げ請求はしな
かったので、繰上げ請求を取り消してほ
しいとのお申出がありました。

○お客様の年金見込額試算時におい
て、本来、振替加算が加算されないにも
かかわらず、誤って振替加算が加算さ
れるとして試算したことによります。
○配偶者様の年金受給状況の確認が
不十分であったことによります。

1名 ― 0

○お客様相談室長がお客様にお詫
びの上説明しましたが、年金見込額
の説明誤りがなければ繰上げ請求
はしなかったとのお申出があり機構
本部に協議することで了承を得まし
た。
○機構本部に取扱いを協議し、繰上
げ請求は取消できないとの回答が
あったため、お客様相談室長がお客
様に再度お詫びの上、協議結果をお
伝えし、今後、説明誤りが無いよう徹
底してほしいとのお申出がありまし
た。

○お客様相談室において、年金見込
額試算時における配偶者加給年金
及び振替加算を加算する場合は、お
客様及び配偶者様の年金記録及び
受給者原簿を慎重に確認するよう周
知しました。

外
部

169

ねんきん
定期便の
誤配達に
ついて

事
故
等

宮城 大河原
2012年
1月

2012年
1月4日

○A様より、B様のねんきん定期便が
誤って送付されてきたとのお申出があ
り、確認したところ、郵便事業株式会社
による誤配達が判明しました。

○郵便事業株式会社の配達員による
誤配達によるものです。

2名 ― 0

○担当者がA様にお詫びの上経過を
説明し、了承を得ました。B様のねん
きん定期便を回収しました。
○B様に連絡が取れないため、B様
あてにお詫びと経過を記載した文書
を送付しました。
○その後、B様からお問合せはあり
ませんが、お問合せがあった場合
は、引き続き対応することとしまし
た。

○お客様相談室長が、郵便事業株
式会社に再発防止に向けた取組を
行うよう依頼したところ、配達員に今
回の事象を説明し、配達時における
配達先の確認を徹底するよう周知し
た旨の報告がありました。 外

部
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整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分 影響金額(単位：円) 対応 対策
判明
契機

170
～
176

不審電話
について

事
故
等

秋田

東京

東京

大阪

香川

香川

愛媛

秋田

中野

足立

玉出

高松西

善通寺

松山東

2012年
12月

2012年
12月

○お客様より、「不審な電話があったの
で、確認したい」とのお問合せがありま
した。

○次のような内容の電話連絡がありま
した。
１）社会保険事務所や社会保険事務局
を名乗る者から、医療費の還付がある
ので、フリーダイヤルに電話してほしい
との電話があったとのことでした。（３年
金事務所）
２）市役所や区役所を名乗る者から、医
療費の還付があるので、手続きを社会
保険事務所でするようにとの電話が
あったとのことでした。（４年金事務所） 7名 ― 0

○現在、社会保険事務所や社会保
険事務局は存在しないことをお伝え
しました。
○また、医療費の還付の取扱いは
年金事務所で行っていないこと及び
折り返しの電話をしないようお伝えし
ました。

○日本年金機構内部にお客様に注
意を促すように指示しています。
○日本年金機構ホームページに、不
審電話及び不審な訪問に関する注
意を促す内容を掲載しています。

事
件
等
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